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はじめに 

 

県では、平成 18年をピークに飲酒運転による人身事故件数、検挙件数とも年々

減少傾向にありますが、未だ飲酒運転の根絶には至っていません。 

飲酒運転の根絶のためには、公務に携わる者が率先して取り組むことはもち

ろん、県民一人ひとりが飲酒運転は「犯罪」であり、かつ大切な命を奪う重大な

事故に直結する危険な行為であることを深く認識するとともに、「飲酒運転は絶

対しない、させない、許さない」という強い自覚を持って取り組まなければなり

ません。 

このため、平成 25年７月に、「三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす条例」（以下「条例」 

という。）を施行し、県の責務、県民や事業者の努力といった各主体の役割を   

明らかにして、規範意識の定着と飲酒運転の再発防止という基本方針の下に、 

飲酒運転のない社会づくりを決意したところであり、県、県民等が一致協力し、 

飲酒運転を根絶するための取組を推進していく必要があります。 

この年次報告書は、条例第６条第 1 項の規定に基づく「第３次三重県飲酒運  

転０
ゼロ

をめざす基本計画」（令和３年度～令和７年度）において、県等が行う施  

策の実施状況についてとりまとめ、公表を行うことで県内の飲酒運転の状況と  

飲酒運転根絶に向けた取組を県民の皆さんにより深く理解してもらい、現状と  

課題に対する共通認識を持つことにより、今後の施策へ反映していこうとする  

ものです。 

 

 

 

（参考）三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす条例（抄） 

第６条第４項 

 知事は、毎年一回、基本計画に基づく施策の実施状況について議会に報告 

するとともに、これを公表しなければならない。 
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１ はじめに 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

計画策定の趣旨 
 飲酒運転の根絶のため、行政や関係団体が連携

して飲酒運転０（ゼロ）をめざす運動を推進する

ための総合的な取組を定める。 

２ 目標の設定 
  基本目標及び５つの活動目標を設定し、その達成に向けて取り組む。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飲酒運転０（ゼロ）へ ～ STOP! 飲酒運転 in みえ ～ 

３ 飲酒運転防止のための取組 

 

 

 

 

 

 

 
 

計画期間 
令和３年４月１日～令和８年３月 31 日（５年間） 

５ 飲酒運転の再発防止のための措置 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 教育機関等による教育 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 飲酒運転違反者の受診義務とアルコール依

存症およびその疑いのある者への対策 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

７ 総合的かつ計画的に施策を推進するためのしくみづくり 

 

 

 

再発防止 

基本目標（飲酒運転による人身事故件数） 
令和７年までに 18 件以下  

活動目標 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

① ハンドルキーパー推進店等の指定等 

  年間 700店（事業所）以上 

  

② 企業等における社内教育の実施 

  毎年度 1,500回以上 

  
③ 各種交通安全講習等における飲酒運転

防止教育の実施率 

  毎年度 100％ 

  

④ 飲酒運転防止にかかる交通安全教育実

施率（教科又は特別活動等） 

  毎年度 100％ 

  
⑤ 飲酒運転違反者の受診率 

  令和７年度までに 50％以上 

  

規範意識の定着 

①飲酒運転防止意識の普及徹底 

「飲酒運転は絶対しない、させない、許さ

ない」意識の浸透等 

②広報啓発活動の推進 

 飲酒運転根絶キャンペーンの展開等 

③事業者による取組 

 ハンドルキーパー運動の推進等 

①飲酒運転の再発防止に関する普及啓発活動 

「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」の

運用等 

②飲酒運転の再発防止のための運転者教育の

推進 

 講習指導員の資質の向上等 

①段階的かつ体系的な飲酒運転防止教育の

推進 

学校教育活動を通した教育、家庭・地域

等との連携等 

②運転免許を取得する若年者に対する飲酒

運転防止教育の推進 

 大学、専門学校等における取組等 

①飲酒運転違反者のアルコール依存症に関す

る受診義務 

飲酒運転違反者への受診義務通知とアルコ

ール依存症の情報提供等 

②アルコール依存症の早期発見、早期受診の

ための取組 

 治療継続の促進のための自助グループ活動

支援等 

〇関係機関・団体による県民総ぐるみ運動 〇相談体制の確立 〇積極的な情報提供 

 〇飲酒運転０（ゼロ）をめざす推進運動の日（12/1）に合わせた取組 〇表彰 〇報告・公表 
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第２ 三重県の飲酒運転の現状と傾向 

 

１ 飲酒運転による人身事故の発生や飲酒運転違反取締りの状況 

  県内の飲酒運転による人身事故については、平成 19 年９月施行の道路交

通法の罰則強化により減少しはじめ、平成 25 年７月の条例施行以降も継続

して減少していましたが、近年はほぼ横ばい状態となっており、令和４年は

42 件と対前年に比べ 14 件の増となりました。 

このような状況のなか、令和５年の飲酒運転による人身事故件数は 32 件

と前年に比べて 10 件の減、そのうち死亡事故は４件で、前年と同数となり

ました。 

また、飲酒運転取締件数にあっては、対前年比 105 件減の 303 件でありま

した。 

人身事故件数は、平成 25 年の「飲酒運転０（ゼロ）をめざす条例」施行

後、全国平均よりも高い減少率を記録するなどし、令和５年においては、条

例施行前と比較すると、50％以上の減少となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飲酒運転事故等の推移（平成 24 年～令和５年） 
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２ 飲酒運転による人身事故や違反取締の傾向 

（１）飲酒運転による人身事故の傾向 

【飲酒した場所の状況（令和５年）】 

「飲酒した場所」のうち、主なものは、「自宅」「バー・スナック・料理店

等」となっています。「車内」「勤務先」といったものもありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【発生時間帯別の比較（令和５年）】 

 飲酒運転による人身事故の発生時間帯は、18 時から 9 時までの間に多く発

生しています。朝の出勤時間帯にも多く発生していることから、二日酔いによ

る飲酒運転もあると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

時間帯 発生件数 割合 

０時から３時まで 5 15.6% 

３時から６時まで 3 9.4% 

６時から９時まで 7 21.9% 

９時から 12 時まで 3 9.4% 

12 時から 15 時まで 1 3.1% 

15 時から 18 時まで 1 3.1% 

18 時から 21 時まで 7 21.9% 

21 時から 24 時まで 5 15.6% 

合計 32 
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10代
3.1%

20代
18.8%

30代
18.8%

40代
21.9%

50代
9.4%

60代
18.8%

70以上
9.4%

40.6%

25.0%

12.5%

15.6%

6.3% 43.8%

28.1%

12.5%

15.6%

40.6%

25.0%

12.5%

15.6%

6.3% 43.8%

28.1%

12.5%

15.6%

【年代の比較（令和５年）】 

 飲酒運転による人身事故当事者の年代は 40 代が最も多くなっており、全体

の 21.9％を占めています。20代や 30代、60 代の当事者も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住地と発生場所の比較（令和５年）】 

 

 人身事故当事者の「居住地」と人身事故

の「発生場所」について、それぞれ地域別

の割合を比較したところ、いずれも北勢が

４割以上を占めています。 

 また、「居住地」と「発生場所」の間に

大差はなかったことから、自宅若しくは自

宅に近い場所で飲酒した後、飲酒運転によ

る人身事故を起こしている当事者が多いと

考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年代 当事者数 割合 

10 代 1 3.1% 

20 代 6 18.8% 

30 代 6 18.8% 

40 代 7 21.9% 

50 代 3 9.4% 

60 代 6 18.8% 

70 代以上 3 9.4% 

合計 32 

地域 居住地 発生場所 

北勢 13 40.6% 14 43.8% 

中南勢 8 25.0% 9 28.1% 

伊勢志摩 4 12.5% 4 12.5% 

伊賀 5 15.6% 5 15.6% 

東紀州 0 0.0% 0 0.0% 

県外 2 6.3%     

（内円：居住地別 外円：発生場所別） 
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（２）飲酒運転違反の傾向 

【発生時間帯別の比較（令和５年）】 

 飲酒運転違反の発生時間帯は、21 時から３時が４割以上を占めていま

す。また、３時から６時や 18 時から 21 時の発生も多くなっており、それ以

外の時間帯においても、一定の割合で発生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【飲酒運転違反者の年代比較（令和５年）】 

 

 

【年代の比較（令和５年）】 

 飲酒運転で検挙された年代は 50 代が最も多くなっており、全体の 21.8％を

占めています。それ以外は、10 代を除き大差はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間帯 取締件数 割合 

０時から３時まで 63 20.8% 

３時から６時まで 51 16.8% 

６時から９時まで 20 6.6% 

９時から 12 時まで 18 5.9% 

12 時から 15 時まで 18 5.9% 

15 時から 18 時まで 25 8.3% 

18 時から 21 時まで 38 12.5% 

21 時から 24 時まで 70 23.1% 

合計 303 

年代 違反者数 割合 

10 代 5 1.7% 

20 代 48 15.8% 

30 代 50 16.5% 

40 代 53 17.5% 

50 代 66 21.8% 

60 代 50 16.5% 

70 代以上 31 10.2% 

合計 303 
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【居住地と違反場所の比較（令和５年）】 

 

飲酒運転違反者の「居住地」と「違

反場所」について、それぞれ地域別の

割合を比較したころ、居住地・違反場

所のいずれも、北勢、中南勢が多く

なっています。 

また、「居住地」と「違反場所」の間

に大差は見られないことから、居住地

に近い地域で検挙されていると考えら

れます。 

 

 

 

 
地域 居住地 違反場所 

北勢 69 30.3% 80 36.5% 

中南勢 78 34.2% 74 33.8% 

伊勢志摩 28 12.3% 29 13.2% 

伊賀 30 13.2% 28 12.8% 

東紀州 6 2.6% 8 3.7% 

県外 17 7.5%     

（内円：居住地別 外円：違反場所別） 

※構成比は小数点第２位を四捨五入しているため、合計しても 100％とはならない場合があります。 
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第３ 令和５年度の数値目標達成状況 

 

県は、「三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす条例」に基づき策定した、「第３次三重県

飲酒運転０
ゼロ

をめざす基本計画」（以下「第３次基本計画」という。）において、

県、警察本部、市町、関係機関・団体の連携などにより、県民、事業所、行政

が一体となった飲酒運転根絶に向けた取組を着実に推進するため、１つの基本

目標と５つの活動目標を設定しています。 

基本目標である「飲酒運転による人身事故件数」は数値目標を達成できま

せんでしたが、活動目標である「ハンドルキーパー推進店等の指定等」「企業

等における社内教育の実施」「各種交通安全講習等における飲酒運転防止教育

の実施率」「飲酒運転防止にかかる交通安全教育実施率（教科又は特別活動

等）」および「飲酒運転違反者の受診率」については、目標を達成することが

できました。  

 

１ 基本目標の達成状況と対応 

 

（参考）飲酒運転による人身事故件数の推移            （単位：件） 

  第１次基本計画 第２次基本計画 

年 H25 年 H26 年 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 R元年 R2年 

目 標 値  53 43 38 33 28 23 18 
実 績 値 63 55 44 36 34 42 36 37 
達成状況  0.96 0.98 1.00 0.97 0.67 0.64 0.49 

 

飲酒運転による人身事故は、前年から 10 件減の 32 件となりましたが、目

標を達成することはできませんでした。 

今後は、飲酒運転による人身事故や飲酒運転違反の実態をふまえ、県・警

察本部・関係団体と連携し、「規範意識の定着」のさらなる徹底のために、

新たな対策として、場面に応じた広報啓発の重点的実施や、広報及び交通安

全教育の強化に取り組むとともに、引き続き再発防止対策を図り、警察本部

においては飲酒運転による交通事故の分析に基づいた効果的な交通指導取締

りに重点的に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

基本目標 飲酒運転による人身事故件数（年間） 

年   Ｒ３年 Ｒ４年 Ｒ５年 Ｒ６年 Ｒ７年 

目 標 値 27件以下 25件以下 23件以下 21件以下 18件以下 

実 績 値 28件 42件 32件   

達 成 状 況 0.96 0.60 0.72   

【設定の考え方】飲酒運転による人身事故が０(ゼロ)になることをめざして、毎年２件
以上の減少をめざします。 



8 

２ 活動目標の達成状況と対応 

令和５年度の実績値は 917 店（事業所）となり、目標を達成することがで

きました。 

ハンドルキーパー推進店等の指定については、三重県小売酒販組合連合会

の各地区小売酒販組合が開催する酒類販売管理研修（法定研修）の受講者に

対して、くらし・交通安全課が行うもののほか、（一財）三重県交通安全協会

や警察本部が、飲食店や事業所に対して行うものがあります。 

引き続き、ハンドルキーパー運動の普及啓発とともに、飲酒運転による人

身事故や飲酒運転違反者の実態をふまえながら、チラシ等を活用して酒類提

供や販売の場面に応じた啓発を重点的に行っていきます。 

 

安全運転管理者講習等の実施を通して、企業等による飲酒運転防止教育の支

援を行い、目標値を達成することができました。 

今後も、推進機関による講習や情報提供の実施により、企業等による自主的

な飲酒運転防止教育を支援していきます。 

 

各種の交通安全講習（運転免許取得時講習・更新時講習・取消処分者講習・

停止処分者講習・高齢者講習・安全運転管理者等講習、その他関係機関・団

体が行う交通安全講習）においては、飲酒運転防止教育を必ず取り入れて実

施することにより、目標値を達成することができました。 

活動目標（1）ハンドルキーパー推進店等の指定等 

年  度 Ｒ３年度 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

目 標 値 700店(事業所) 700店 700店 700店 700店 

実 績 値 979店(事業所) 777 店 917 店   

達 成 状 況 1.00 1.00 1.00   

【設定の考え方】広く社会全体でハンドルキーパー運動を浸透させるため、新たなハン

ドルキーパー推進店等として、年間 700 店以上の指定をめざします。     

活動目標（2）企業等における社内教育の実施 

年  度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

目 標 値 1,500回 1,500回 1,500回 1,500回 1,500回 

実 績 値 1,540回 1,831回 1,575回   

達 成 状 況 1.00 1.00 1.00   

【設定の考え方】企業等における社内教育について、毎年度 1,500回以上の実施をめ

ざします。 

活動目標（3）各種交通安全講習等における飲酒運転防止教育の実施率 

年  度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

目 標 値 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

実 績 値 100％ 100％ 100％   

達 成 状 況 1.00 1.00 1.00   

【設定の考え方】各種交通安全講習等において、受講者に応じた飲酒運転防止に関す

る内容を取り入れ、毎年度 100パーセント実施をめざします。 
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  今後も、受講対象に応じた飲酒運転防止教育を実施していきます。 

 

教育委員会は、小学校、中学校、高等学校に対して、地区別生徒指導連絡

協議会や各種研修会において、学校における飲酒運転の根絶に関する教育の

必要性を伝達しました。 

保健の学習等において、飲酒運転の根絶に関連する指導を行ったと回答し

た学校は、小学校、中学校、高等学校において「100％」であり、目標値を達

成することができました。 

今後も各学校において、児童・生徒の発達段階に応じた飲酒運転防止教育

が継続的に実施され、飲酒運転根絶の規範意識が醸成されるよう働きかけて

いきます。 

 

 

県は公安委員会から情報を得た飲酒運転違反者に対して、受診義務通知・

勧告・再勧告により、令和５年度の目標値である「48％以上」を達成しまし

た。 

今後も、アルコール依存症及び多量飲酒者の早期発見、早期受診のため、

「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」において、飲酒運転違反者や家族か

らの相談に対して適切な助言指導を行うとともに、受診義務通知・勧告に加

えて、引き続き、再勧告を行い、飲酒運転違反者の受診率がさらに向上する

よう取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

活動目標（4）飲酒運転防止にかかる交通安全教育実施率（教科又は特別活動等） 

年  度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

目 標 値 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

実 績 値 100％ 100％ 100％   

達 成 状 況 1.00 1.00 1.00   

【設定の考え方】小学校、中学校、高等学校において、発達段階に応じた飲酒運転防止

に関する教育の毎年度 100パーセント実施をめざします。 

活動目標（5）飲酒運転違反者の受診率 

年  度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

目 標 値 46％以上 47％以上 48％以上 49％以上 50％以上 

実 績 値 55.4％ 59.0％ 58.6％   

達 成 状 況 1.00 1.00 1.00   

【設定の考え方】飲酒運転違反者のアルコール依存症に関する受診率、50 パーセント

以上をめざします。 
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第４ 「第３次三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす基本計画」に基づく令和５年度の取

組概要と課題 

 

１ 基本計画に定める４つの基本方針 

 

  基本計画では条例の柱とする方針である「規範意識の定着」と「飲酒運転

の再発防止」に枠組みした 4 つの基本方針を策定し、飲酒運転根絶への取組

を推進することとしています。 

 

条例の柱とする方針 第３次基本計画の基本方針 

規 範 意 識 の 定 着 

〇飲酒運転防止のための取組 

県民一人ひとりに「飲酒運転は絶対にしない、させない、許さ

ない」という意識の定着のための教育、啓発活動を推進 

〇教育機関等による教育 

教育機関等における飲酒運転０
ゼロ

をめざす教育および啓発を推進 

飲酒運転の再発防止 

〇飲酒運転の再発防止のための措置 

 飲酒運転をした者等に対し、再発防止のための教育を実施 

〇飲酒運転違反者の受診義務とアルコール依存症およびその疑い

のある者への対策 

・アルコール依存症等の知識の普及および飲酒運転との関係に 

ついての啓発を推進 

・飲酒運転違反者に対する受診通知とアルコール依存症に関す 

る情報提供を実施 

 

２ 基本方針の取組（成果と課題） 

（１）飲酒運転防止のための取組 

ア 飲酒運転防止意識の普及徹底 

   「三重県交通安全県民運動実施要綱」の年間重点目標の一つに「飲酒

運転等の根絶」を掲げ、四季の交通安全運動における啓発のほか、企業

等による社内での自主的な飲酒運転防止教育の推進や、関係機関・団体

による交通安全啓発活動、指導取締り、ハンドルキーパー運動の普及な

ど、様々な手段・方法で飲酒運転防止意識の醸成を行いました。 

  警察本部においては、事故実態に応じた飲酒運転の重点的な指導取締

りを行い、事故抑止対策を図りました。 

 

イ 広報啓発活動の推進 

    県は、広報啓発活動の一環として、関係機関・団体と連携し、飲酒運

転０
ゼロ

をめざす啓発事業を実施しました。 

この取組では、「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」という

規範意識の定着と飲酒運転の再発防止を目的として、ドライバーが訪れ

る商業施設において、スローガン「STOP！飲酒運転 in みえ」を展開し、

広報啓発活動を行いました。 
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また、ラジオやテレビなど各種メディアの活用、啓発用ポスター・チラ

シの配布、四季の交通安全運動に合わせた広報啓発活動等を行ったほか、

酒類を販売するコンビニエンスストアへ条例の普及啓発ポスター等の掲

示を行い、条例の周知・飲酒運転防止の意識啓発に取り組みました。 

 

※《令和５年度の主な啓発事業実施状況》 

〇 飲酒運転０
ゼロ

をめざす推進運動の日（12 月１日）街頭キャンペーン 

開 催 日：令和５年 12 月１日（金） 

開催場所：イオンモール東員（東員町） 

内    容：飲酒運転０
ゼロ

をめざす条例の周知、飲酒運転の根絶意識の醸

成を図るため、啓発物品、啓発チラシの配布を実施したほ

か、飲酒体験用ゴーグルを使用した飲酒状態の疑似体験に

よる参加・体験型のイベントを開催し、飲酒運転の危険性

を訴えました。      

実 施 者：県、（一財）三重県交通安全協会、（公社）三重断酒新生会 

 

ウ 事業者による取組 

（ア）（一社）三重県タクシー協会、（一社）三重県トラック協会、（公社）

三重県バス協会では、従業員に対する飲酒運転防止教育の実施、始業

点呼時等におけるアルコールチェッカーを使用した飲酒検知の実施等

について事業所への指導を徹底しました。 

（イ）（一社）三重県安全運転管理協議会では、飲酒体験用ゴーグル、アル

コールチェッカーの貸出を行い、事業所における飲酒運転根絶意識の

向上を図りました。 

（ウ）(公財)三重県生活衛生営業指導センターでは、店舗巡回訪問時に自

動車運転代行や公共交通機関の利用、ハンドルキーパー運動の普及に

係る呼び掛けを行いました。 

（エ）三重県小売酒販組合連合会では、酒類販売店への啓発ポスターの掲

示、酒類販売関係者へのチラシ配布などを通じ啓発活動を行いました。       

また、県は、同連合会と連携し、酒類販売管理研修の受講者に対して、

事業者による飲酒運転防止の徹底（来店者への声かけ）を呼び掛けま

した。 

そのほか、街頭啓発活動を実施し、通勤・通学者に啓発チラシの配布

を行いました。 

（オ）（公社）三重断酒新生会では、アルコールフォーラムや研修会等の

開催により、アルコール依存症の知識の普及を図ったほか、飲酒運転

根絶に向けた街頭啓発活動を実施しました。 

［課題］ 

 飲酒運転による人身事故件数は前年に比べ減少したものの、目標の達成

には至らなかったことから、さらなる飲酒運転防止意識の高揚を図るた

め、県・警察本部・関係機関・団体が連携し、飲酒運転による人身事故や

飲酒運転違反の実態をふまえながら、効果的な広報啓発に取り組むととも
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に、警察本部においては、飲酒運転による交通事故の分析に基づいた効果

的な交通指導取締りを進めていく必要があります。 

 

（２）教育機関等による教育 

  ア 段階的かつ体系的な飲酒運転防止教育の推進 

   (ア) 教育委員会では、地区別生徒指導連絡協議会や各種研修会において、

条例の内容や趣旨について説明し、学校における飲酒運転の根絶をめ

ざす教育の必要性を伝えました。 

   (イ) 交通安全教育実施機関においては、受講者の年齢に応じた研修等を

実施しました。 

  （ウ）警察本部や運転免許講習等実施機関により、高齢者講習の受講者に

対して飲酒運転防止教育を実施しました。 

   イ 運転免許を取得する若年者に対する飲酒運転防止教育の推進 

  （ア）運転免許講習等実施機関では、運転免許取得時講習、初心運転者講

習等で飲酒運転防止教育を実施しました。 

(イ) 警察本部では、県内の大学生等に対して飲酒運転防止教育を実施し

ました。 

［課題］ 

将来に渡って、飲酒運転の根絶をめざすには、小中学校においての幼

少期から発達段階に応じた「飲酒とアルコール問題」に関する交通安全

教育を実施し、飲酒が身体に及ぼす影響や飲酒運転の悪質性や危険性に

ついて理解させることで規範意識を定着させる必要があります。 

 

（３）飲酒運転の再発防止のための措置 

  ア 飲酒運転の再発防止に関する普及啓発活動 

        「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」では、専門の相談員が、飲酒

運転違反者や家族からの相談に対して積極的な情報提供や適切な助言指

導を行い、アルコール依存症に関する受診を促しました。 

  イ 飲酒運転の再発防止のための運転者教育の推進 

      警察本部では、運転免許取消処分者講習、運転免許停止処分者講習で

飲酒運転の再発防止のための運転者教育を推進しました。 

  また、講習実施機関の講習指導員に対し研修を行い、講習時の飲酒運

転防止教育の徹底を図りました。 

［課題］ 

    飲酒運転の再発防止には、違反者本人が「二度としない」という強い   

自覚を持つことと、家族や周囲の者の協力により、飲酒運転を未然に防

止する環境を整えていく必要があります。 
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（４）飲酒運転違反者の受診義務とアルコール依存症およびその疑いのある者

への対策 

ア 飲酒運転違反者のアルコール依存症に関する受診義務 

  県では、公安委員会から情報提供を受けた飲酒運転違反者に対して、

指定医療機関（35 機関）を案内した書面等添付して、毎月受診義務通知

を発出するとともに、「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」において、

飲酒運転違反者やその家族等からの相談に対して適切な助言指導を行い、

受診促進に努めました。 

そして、受診義務通知から、報告期限の 60 日を経過しても受診報告が

ない場合に行う勧告に加え、さらなる受診率の向上を図るため、勧告から

40 日を経過しても受診報告がない場合に、再勧告を行いました。 

令和５年度においては、受診義務通知（302 件）に対する受診報告数は

119 件、勧告（192 件）に対する受診報告数は 29 件でした。そして、再

勧告（158 件）をすることにより、受診報告数がさらに 29 件増えました。   

この結果、合計受診率は「58.6％」となり、受診率の向上につながりま

した。 

 

○ 受診義務（勧告・再勧告）通知に対する受診報告件数の状況 
            平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

平成 27 年 
7 月 15 日時点 

平成 28 年 
7 月 15 日時点 

平成 29 年 
7 月 15 日時点 

平成 30 年 
7 月 15 日時点 

令和元年 
7 月 15 日時点 

通知書送付数 

(前年同対比) 
542 件 744 件 

(＋202 件) 
473 件 

(－271 件) 
436 件 

(－37 件) 
417 件 

(－19 件) 
受 診 報 告 数 

（ 受 診 率 ） 

203 件 
（37.5％） 

269 件 
（36.2％） 

150 件 
（31.7％） 

150 件 
（34.4％） 

161 件 
（38.6％） 

勧告書送付数 

（ 構 成 率 ） 

254 件 
（46.9％） 

362 件 
（48.7％） 

230 件 
（48.6％） 

282 件 
（64.7％） 

250 件 
（60.0％） 

受 診 報 告 数 

（ 受 診 率 ） 

42 件 
（16.5％） 

56 件 
（15.5％） 

29 件 
（12.6％） 

33 件 
（11.7％） 

34 件 
（13.6％） 

合 計 報 告 数 

（ 受 診 率 ） 

245 件 
（45.2％） 

325 件 
（43.7％） 

179 件 
（37.8％） 

183 件 
（42.0％） 

195 件 
（46.8％） 

 令和元年度 令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 度 
令和２年 
7 月 15 日時点 

令和３年 
7 月 15 日時点   

令和４年 
7 月 15 日時点   

令和５年 
7 月 15 日時点 

令和６年 

7 月 15 日時点 
通知書送付数 

(前年同対比) 

395 件 
(－22 件) 

381 件 
(－14 件) 

276 件 
(－105 件) 

327 件 
(＋51 件) 

302 件 
(－25 件) 

受 診 報 告 数 

（ 受 診 率 ） 

136 件 
（34.4％） 

151 件 
(39.6%) 

104 件 
（37.7%) 

136 件 
（41.6%) 

119 件 
（39.4%) 

勧告書送付数 

（ 構 成 率 ） 

251 件 
（63.5％） 

224 件 
(58.8%) 

172 件 
(62.3%) 

193 件 
(59.0%) 

192 件 
(63.6%) 

受 診 報 告 数 

（ 受 診 率 ） 

51 件 
（20.3％） 

44 件 
(19.6%) 

30 件 
(17.4%) 

32 件 
(16.6%) 

29 件 
(15.1%) 

再 勧 告 書 

送 付 数 

（ 構 成 率 ） 

  138 件 
(50.0%) 

160 件 
(48.9%) 

158 件 
(52.3%) 

受 診 報 告 数 

（ 受 診 率 ） 
  19 件 

（13.8%） 
25 件 

（15.6%） 
29 件 

（18.4%） 
合 計 報 告 数 

（ 受 診 率 ） 

187 件 
（47.3％） 

195 件 
(51.2%) 

153 件 
(55.4%) 

193 件 
(59.0%) 

177 件 
(58.6%) 
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○ 飲酒運転防止相談窓口（平成 26 年４月１日設置）における相談件数の状況 

イ アルコール依存症の早期発見、早期受診のための取組 

（ア）県では、アルコール依存症の早期発見のため、専門的な検査を受け

られる医療機関を35機関指定しています。 

   また、アルコール関連問題啓発フォーラムの開催等によりアルコー

ル関連問題について啓発を行いました。    

（イ）警察本部では、運転免許取得・更新時に受理する質問票に基づき、 

個別聴取を行い、アルコール依存症の把握に努め、申告がある申請者

に対して早期治療を促しました。 

また、飲酒運転により運転免許停止処分を受けた者に対して、運転

免許証返還時に医療機関の受診を促しました。 

そのほか、取消処分者講習受講者176人に、停止処分者講習（飲酒学

級）受講者41人を対象に、アルコール・スクリーニングテストを実施

し、問題飲酒行動のあるものに対して、医療機関の受診を促しました。 

（ウ）（公社）三重断酒新生会では、各地域において県、医療機関と連携し

ながら、アルコール依存症の正しい知識の普及及び飲酒運転防止に関

する教育を行いました。 

さらに、県内各地に酒害相談員を配置し、電話相談窓口で、「アル 

コール依存症および飲酒運転」に関する相談に対応しました。 

 令和５年度中に16回の酒害相談に対応した結果、アルコール依存症

からの回復をめざして、８人が三重断酒新生会に入会しました。 

［課題］ 

県が令和元年に実施した「指定医療機関で受診した飲酒運転違反者   

の状況調査」の結果から、アルコール依存症の飲酒運転違反者が７％、

アルコール依存症の疑いまたはアルコール乱用の飲酒運転違反者が60％

と、受診した飲酒運転違反者の67％にアルコール依存症またはその疑い

があることが分かっていることから、早期受診を促し、治療につなげる

ことでアルコール依存症等からの回復を図ることが飲酒運転の再発防止

に効果が高いと考えられます。 

 
4 月

月

月 

5 月 6 月 7 月 8 月 9 月

月 

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

H26 年度 4 3 6 10 5 8 4 7 13 9 23 19 111 

H27年度 17 19 16 15 18 12 14 13 16 13 15 12 180 

H28年度 9 10 15 8 9 12 9 13 7 11 11 12 126 

H29年度 12 2 10 8 10 6 8 4 8 9 8 6 91 

H30年度 15 11 7 6 10 11 10 6 8 6 5 8 103 

Ｒ元年度 6 6 11 11 4 8 7 3 5 10 12 10 93 

Ｒ２年度 5 4 3 7 15 10 14 10 11 8 10 4 101 

Ｒ３年度 10 6 5 12 2 4 5 3 5 5 5 10 72 

Ｒ４年度 3 12 8 4 15 7 7 8 13 8 5 8 98 

Ｒ５年度 11 12 6 10 9 2 8 9 7 11 8 9 102 
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  そのため、受診通知の発出とともに飲酒運転違反者やその家族等から

の相談への対応により、早期受診、早期治療につなげていく必要があり

ます。 

そして、受診率のさらなる向上に向け、受診義務通知・勧告に加えて、

引き続き、再勧告を実施するとともに、条例の趣旨やアルコール依存症

に関する正しい知識の普及、指定医療機関の追加等、受診しやすい環境

整備を推進する必要があります。 

 

第５ 今後の取組方向（令和６年度以降の取組方向） 

「規範意識の定着」と「飲酒運転の再発防止」の観点から、次のように取

り組んでいきます。 

 

１ 飲酒運転防止のための取組 

令和５年の三重県の飲酒運転事故等の実態をふまえ、「規範意識の定

着」のさらなる徹底のため、四季の交通安全運動における啓発やハンドル

キーパー推進の取組に加えて、新たに、酒類販売店や飲食店にステッカー

等を配布するなど様々な場面に合わせた啓発を強化するとともに、ラジオ

スポット放送やテレビのＷｅｂ配信サービス等による広報の強化、花火大

会など大型イベント会場の放送による飲酒運転防止の呼びかけや大型レ

ジャー施設での来場者への啓発など、広報の内容を飲酒運転の悪質性、周

囲に与える悲惨さなどを訴えるものとするなど、効果的な広報啓発活動を

積極的に推進していきます。 

啓発や周知にあたっては、推進機関が一体となって「飲酒運転０
ゼロ

をめざ

す運動」のスローガンである「STOP!飲酒運転 in みえ」を展開し、飲酒運転

防止意識の更なる浸透と高揚を図ります。 

また、警察本部においては、飲酒運転による交通事故の分析に基づき、飲

酒運転が常態的に見られる時間帯や場所等に重点を置いた効果的な飲酒運

転の取締り強化に努めるとともに、飲酒運転を検挙した際には、運転者だ

けでなく、飲酒運転を助長する周辺者に対する取締りも推進していきます。 

そのほか、令和６年１１月１日に施行される自転車の酒気帯び運転の罰

則新設についての周知を図ります。 

 

２ 教育機関等による教育 

将来にわたって飲酒運転の根絶をめざすためには、小学校から高等学校、

また、飲酒を始める時期でもある大学において、飲酒が身体に及ぼす影響

や飲酒運転の悪質性、危険性について正しい知識の習得が行われるよう、

継続して働きかけを行っていきます。 

 

 

 

 

 



16 

３ 飲酒運転の再発防止のための措置 

「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」への飲酒運転違反者や家族等か

らの相談に対して、アルコール依存症に関する受診義務の履行を促すほか、

飲酒運転防止意識の醸成・定着に向けた適切な助言指導に取り組みます。                                 

また、適切な講習・指導が行われるよう講習実施機関の講習指導員へ働

きかけを行い、違反者に対する規範意識の醸成を図ります。 

 

４ 飲酒運転違反者の受診義務とアルコール依存症およびその疑いのある者

への対策 

   飲酒運転につながるおそれがあるアルコール依存症の早期発見のため、  

広く県民に対してアルコール依存症に関する正しい知識の普及を図るとと

もに、家族や事業所などの周囲の者が適切に対応できるよう対応方法や相

談窓口の周知に努めていきます。 

「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」において、飲酒運転違反者及び家

族等に対する助言指導により受診義務の履行を促すほか、保健所等におい

て、アルコール依存症に関する相談を受けた場合には、アルコール専門医

療機関と連携して支援を行い、アルコール依存症の早期治療へつなげてい

くとともに、受診勧告後 40 日を経過しても報告がない飲酒運転違反者への

再勧告を引き続き行い、受診率のさらなる向上に努めます。 

また、受診しやすい環境を整えるため、指定医療機関の拡大を図るとと

もに医療機関、自助グループ等の関係機関・団体と連携し、アルコール健康

障害やアルコール関連問題の知識の普及・啓発と理解の促進に努めていき

ます。 

 そのほか、アルコール健康障害対策基本法（平成 26 年６月施行）に基づ

く「三重県アルコール健康障害対策推進計画（第２期）（令和４年３月施行）」

により、アルコール関連問題の解決・予防に向けて警察本部、市町、医療機

関、自助グループ等との連携を図り、総合的かつ計画的な取組を進めてい

きます。 
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（基本計画の体系に基づき記載  大項目５－中項目 15－小項目 49） 

 

大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅰ 

飲 酒 運 転 

防 止 の た 

め の 取 組 

 

１ 

飲 酒 運 転

防 止 意 識

の 普 及 徹

底 

(1) 

交 通 安 全

教 育 や ア

ル コ ー ル

依 存 症 と

飲 酒 運 転

に 関 す る

知 識 の 普

及 

 

推進機関は、飲

酒運転の根絶

に向けてさまざ

まな機会を通し

て、交通安全教

育やアルコール

依存症と飲酒運

転に関する知

識の普及徹底

に努めます。 

 

 

○ 「三重県交通安全県民運動実施要綱」に「飲酒運転等の

根絶」を重点目標として定めたほか、酒類販売管理研修や

様々な機会を通して、条例の周知に係る講話等を実施しま

した。 

 【環境生活部】 

 

○ 令和５年度中、更新時講習受講者 196,160人及び高齢者

講習受講者 64,815 人に対して、飲酒運転に関する交通安

全教育を行い、知識の普及徹底に努めました。 

【警察本部】 

 

○ トラック協会では、事業用トラック事故にかかる目標と

して、「事業用自動車安全プラン 2025」を設定し、飲酒運

転０、死者数・重傷者数年間 970人以下（全国）を目標と

設定しており、運送事業者への周知として啓発に取り組み

ました。具体的、効果的な飲酒運転防止対策として、協会

本部では 9 月（R5.9.13 参加者 21 名）及び令和 6 年 3 月

（R6.3.4参加者 26名）に事故防止セミナーを開催し、経

営者・管理者に飲酒運転の危険防止についての教育を徹底

しました。協会支部ではドライバーを対象とした安全運転

講習会を計 5回実施しました。 

 

○ 初任運転者特別指導講習会を年 3 回（R5.6 R5.10 

R6.2 延べ 142 名）開催し、「飲酒運転防止等の法令遵守

の徹底に係わる通達について」を説明しました。 

                                      

○ 三重県トラック協会内の高速安協で年 4 回街頭活動を

実施し、一般客に飲酒運転根絶チラシを配布しました。 

【（一社）三重県トラック協会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－１ 

第６ 「第３次三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす基本計画」に基づく令和５年度の具体的

な取組状況 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組 

１ 

飲 酒 運 転

防 止 意 識

の 普 及 徹

底 

(2) 

飲 酒 運 転

根 絶 キ ャ

ン ペ ー ン

の 推 進  

 

県は、各種交通 

安全運動等の 

機会を捉えて、 

関係機関・団体 

と連携し、飲酒 

運転根絶のた 

めのキャンペ

ーンを推進し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 「三重県飲酒運転０（ゼロ）をめざす推進運動の日」で

ある 12月１日、イオンモール東員において、来店者に対

し、飲酒体験用ゴーグルを用いて飲酒状態の疑似体験等を

行い、飲酒運転の危険性を訴え、飲酒運転の根絶を呼び掛

けました。 

【（一財）三重県交通安全協会】 

【環境生活部】 

【（公社）三重断酒新生会】 

 

○ 関係機関・団体と連携し、四季の交通安全運動の機会を

通して、ラジオ等のメディアを活用した飲酒運転根絶に向

けた啓発活動を展開しました。 

【環境生活部】 

 

○ 交通安全協会や地域交通安全活動推進委員と連携し、商

業施設等において、飲酒運転の悲惨さを訴える広報啓発活

動を実施しました。 

【警察本部】 

 

〇 トラックの日（10 月 9 日）の関連行事について各支部

でも飲酒運転根絶キャンペーンを実施し、他には四季の

「交通安全県民運動」期に会員へ啓発チラシを各運動期毎

約 1，000社へ配布しました。                                   

【（一社）三重県トラック協会】 

 

Ⅰ  

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組 

 

１ 

飲 酒 運 転

防 止 意 識

の 普 及 徹

底 

(3) 

飲 酒 運 転

の危険性、

飲 酒 運 転

事 故 実 態

の 周 知  

 

県は、テレビ、

ラジオ、新聞等

のマスメディ

アを活用して、

飲酒運転の危

険性や飲酒運

転による交通

事故の実態等

の周知を図り

ます。 

 

○ バス、タクシー、トラック運送事業者の特定の行政処分

及び特定の事故を引き起こした事業者の運行管理者を対

象とした講習会を独立行政法人自動車事故対策機構が令

和 5年度に 2回開催しており、講習会において、三重運輸

支局職員が中部管区内における飲酒運転事故の推移や事

故事例、対策について講義を行い周知を図りました。 

【中部運輸局三重支局】 

 

○ ラジオやテレビ等を活用し、飲酒運転の危険性、飲酒運

転事故実態の周知に努めました。 

【環境生活部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－１ 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組 

１ 

飲 酒 運 転

防 止 意 識

の 普 及 徹

底 

(4) 

交 通 指 導

取締り、広

報啓発、飲

食 店 に 対

す る 指 導

お よ び 交

通 安 全 教

育の 推 進 

 

警察は、飲酒運

転による交通

事故実態等分

析に基づいた

指導取締りや

周辺者の責任

追及を徹底し

ます。また、運

転免許更新時

講習等を通じ

た交通安全教

育を推進する

とともに、県、

市町、関係機

関・民間団体等

と連携した広

報啓発活動を

推進します。 

 

○ 飲酒運転の検挙状況等を分析した上で、分析結果に基づ

いた交通指導取締りを推進しました。 

               

○ 飲酒運転の周辺者に対して的確な捜査を行い、飲酒運転

を助長する周辺者への捜査を推進しました（令和５年中 

同乗罪検挙件数 10件）。 

 

○ 四季の交通安全運動出発式を開催し、参加者等とともに

飲酒運転の根絶に関する機運を高めました。 

【警察本部】 

 

〇 各地区交通安全協会主催の各種交通安全教室において、

飲酒運転根絶をテーマにしたＤＶＤの上映や飲酒体験ゴ

ーグルによる飲酒状態の疑似体験などを通して、飲酒運転

の危険性を訴え、飲酒運転根絶に向けた実践的な交通安全

教育を推進しました。 

【（一財）三重県交通安全協会】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組 

１ 

飲 酒 運 転

防 止 意 識

の 普 及 徹

底 

(5) 

情報提供、 

ハ ン ド ル

キ ー パ ー

運 動 や ア

ル コ ー ル

依 存 症 の

知 識 の 普

及、相談窓

口 の 周 知  

 

推進機関は、事

業者における

社員教育、老人

会等の地域に

おける啓発・教

育について働

きかけを行う

とともに、必要

な情報提供等

を行い、取組を

支援します。 

また、酒類提供

事業者に対す

る啓発やハン

ドルキーパー

運動および、ア

ルコール依存

症に関する知

識の普及、相談

窓口の周知に

取り組みます。 

 

 

○ 三重県小売酒販組合連合会の酒類販売管理研修に参加

し、受講者の酒類販売管理者に対して条例の周知と飲酒運

転の危険性を訴える講習を実施しました。 

  また、啓発活動や講習の機会を通じ、相談窓口の周知に

努めました。 

※ 酒類販売管理研修受講者数（販売店数）755店  

【環境生活部】 

 

○ 三重県警察ホームページにおいて「三重の交通事故」、

「交通安全のために」及び「三重の交通統計」を公表し、

飲酒運転事故発生状況の周知に努めました。 

【警察本部】 

  

〇 マスメディア等を活用した広報啓発活動をはじめ、機

関紙「交通安全みえ」、各地区交通安全協会が発行する

機関誌、ＨＰへの掲載を行いハンドルキーパー運動を推

進しました。 

【（一財）三重県交通安全協会】 

 

○ 年末の交通安全運動期を中心にハンドルキーパー運動

を周知しました。 

            【（一社）三重県トラック協会】 

 

〇 機関誌（みえ自家用自動車新聞、毎月 8000 部発行）等

を活用した会員（自家用自動車ユーザー）等への情報提供

を実施しました。  

【（一社）三重県自家用自動車協会】 

 

〇 安全運転管理者等講習を県内 10会場において、54回実

施し、8,607人（正 7,304人、副 1,303人）に対し、飲酒

運転の危険性・罪悪性を周知し、職域から家庭、地域へ飲

酒運転根絶意識の波及を図りました。 

【（一社）三重県安全運転管理協議会】                                              

 

○ 令和５年度に開催（12 回）した全ての酒類販売管理研

修時において、「飲酒運転ゼロをめざす条例」に伴うお願

い冊子等を、受講者 170名に配布して飲酒運転事故の現状

及び飲酒運転根絶に向けた取組の周知を図りました。 

 

〇 中央会開催の酒類販売管理研修のコア講師講習及び県

連合会等開催の酒類販売管理研修の講師講習において、講

師を通じて飲酒運転等の情報提供、ハンドルキーパー運動

やアルコール依存症の知識の普及、相談窓口など酒類販売

者（酒類販売管理研修受講者）へ周知を図りました。 

【三重小売酒販組合連合会】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組 

１ 

飲 酒 運 転

防 止 意 識

の 普 及 徹

底 

(6) 

公 共 交 通

機 関 等 の

利 用 促 進 

ア 

公 共 交 通

機関、自動

車 運 転 代

行 業 の 利

用促進、ハ

ン ド ル キ

ー パ ー 運

動の普及  

 

推進機関は、

「飲んだら乗

るな、乗るなら

飲むな」の気運

を高め、公共交

通機関や自動

車運転代行業

の利用促進、ハ

ンドルキーパ

ー運動の普及

を行い、飲酒運

転根絶のため

の社会環境づ

くりに努めま

す。 

 

○ 飲酒運転防止のため公共交通機関、自動車運転代行業の

利用促進、ハンドルキーパー運動の普及に努めました。 

【（一財）三重県交通安全協会】 

 

○  飲酒運転防止のため公共交通機関、自動車運転代行業

の利用促進、ハンドルキーパー運動の普及のため、各組

合への周知と巡回訪問等を通じて、店舗等にチラシの配

布を行いました。 

【（公財）三重県生活衛生営業指導センター】 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

Ⅰ  

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組 

１ 

飲 酒 運 転

防 止 意 識

の 普 及 徹

底 

(6) 

公 共 交 通

機 関 等 の

利用 促 進 

イ 

自 動 車 運

転 代 行 業

の 指 導 育

成 

 

県、警察では、

自動車運転代

行業の指導育

成を図り、利用

促進に努めま

す。 

 

○ 自動車運転代行業者に対する立入検査を実施しました。

（令和５年中 立入検査実施件数 80件） 

【警察本部】 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ  

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組 

１ 

飲 酒 運 転

防 止 意 識

の 普 及 徹

底 

(7) 

事業所等に

おける社内

教育の推進 

 

推進機関は、事

業所等における

社内教育が推

進されるよう、事

業所の自主的

な社内教育を

支援します。 

 

 

○ 事業所等における交通安全講習において、飲酒運転の危

険性等を呼び掛けました。（実施件数：375回、15,679人） 

【警察本部】 

 

〇 10月 17日鈴鹿サーキット交通教育センターにおいて、

安全運転管理者等 19 人対象の交通安全教育「指導者ト

レーニング」を開催し、飲酒運転の根絶を周知しました。 

【（一社）三重県安全運転管理協議会】 

 

〇  協会本部で健康起因に特化した事故防止セミナー
（R5.9.13参加者 21名）を実施し、社内教育に役立てるよう指
導徹底しました。 

【（一社）三重県トラック協会】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組 

２ 

広 報 啓 発

活 動 の 推

進 

(1) 

飲 酒 運 転

根 絶 に 係

る広報・啓

発 

 

 

県民、事業者、 

行政等が連携

して、被害者の

声や違反者の

手記などを取

り入れた啓発

や、飲酒運転に

よる交通事故

等の実態を踏

まえた広報を

実施して、スロ

ーガン「STOP!

飲酒運転 in み

え」の積極的な

展開を図りま

す。 

 

○ 酒類販売管理研修会において飲酒運転事故加害者の手

記を取り入れた講話を実施し、飲酒運転根絶意識の機運を

高めました。 

 

○ スローガンを掲載した四季の交通安全運動実施要綱や、

条例啓発用チラシ配布による広報啓発を行いました。 

【環境生活部】 

 

○ 飲酒運転０を目指す推進運動の日等に「STOP!飲酒運転

in みえ」の広報チラシを配布し、広報啓発活動を実施し

ました。 

【警察本部】 

 

○ トラック協会支部と連携し、四日市市内の道路において

交通安全街頭等でミルミルウェーブ等の啓発 PRを実施し

ました。 

【（一社）三重県トラック協会】 

 

 

Ⅰ  

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組 

２ 

広 報 啓 発

活 動 の 推

進 

(2) 

三 重 県 飲

酒 運 転 ０
ゼロ

を め ざ す

推 進 運 動

の 日 

 

 

毎年 12 月１日

を「飲酒運転０
ゼロ

をめざす推進

運動の日」と

し、関係団体が

連携した啓発

活動等のキャ

ンペーン等を

実施すること

により、県民の

飲酒運転根絶

に向けた気運

の醸成を図り

ます。 

    

○ 「三重県飲酒運転０（ゼロ）をめざす推進運動の日」で

ある 12月１日、イオンモール東員において、来店者に対

し、飲酒体験用ゴーグルを用いて飲酒状態の疑似体験等を

行い、飲酒運転の危険性を訴え、飲酒運転の根絶を呼び掛

けました。 

【（一財）三重県交通安全協会】 

【環境生活部】 

【（公社）三重断酒新生会】 

   

○  飲酒運転０をめざす推進運動の日等に、交通安全協会

や地域交通安全活動推進委員等の交通ボランティアとと

もに飲酒運転を防止する広報啓発活動を行い、飲酒運転

根絶の機運を高めました。 

【警察本部】 

 

○ １２月３日（日）三重県総合博物館における｢みえ交通

安全・環境フェスタ２０２３｣において、「飲酒運転０（ゼ

ロ）をめざす推進運動の日」の関連として飲酒運転根絶

を広報しました。 

【三重県安全運転管理協議会】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲 酒 運 転 

防 止 の た

めの取 組 

２ 

広 報 啓 発

活 動 の 推

進 

(3) 

広 報 媒 体

を 活 用 し

た 広 報 啓

発 活 動 

 

推進機関は、県

民一人ひとりに

対して飲酒運転

０
ゼロ

をめざす推

進運動の周知を

図るため、テレ

ビ、ラジオ、新

聞、インターネ

ット等の広報媒

体を活用するほ

か、広報誌、ポ

スター・チラシ、

ホームページ、

ＳＮＳ等による

広報啓発を実施

します。 

また、四季の交

通安全運動にお

ける取組や、家

庭、学校、地域

や職場等が一体

となったキャン

ペーンの実施な

ど、効果的な広

報啓発を実施し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 県警の公式 YouTube や県警公式Ｘで飲酒運転の悲惨さ

等を呼び掛けるとともに、飲酒運転根絶の機運を高めまし

た。 

【警察本部】 

 

〇 各種イベントやフェアを通じ、飲酒運転根絶に向けた広

報啓発活動を推進しました。 

 

〇 四季の交通安全運動期間中及び、毎週ＦＭ三重へのトラ

フィック広告を実施し、大型店舗等の放送設備を活用した

アナウンス、各紙新聞広告を掲載するなど、各種広報媒体

を利用した活動に努めました。 

 

〇 協会機関紙「交通安全みえ」(年５回発行)に飲酒運転根

絶に関する記事を掲載して広報啓発を実施するほか、

YouTubeを活用した交通安全計画の作成・アップロードを

行うとともに、定期的なメール配信を行い意識の高揚を図

りました。 

 

〇 ハンドルキーパー運動推進用チラシの作成や啓発物品

を調達し、その配布を通じて飲酒運転根絶の広報啓発活動

を展開しました。 

【（一財）三重県交通安全協会】 

 

○ 「みえ交通安全・環境フェスタ」において、関係機関と

協力し、飲酒運転防止啓発活動を実施しました。 

 

○ 春・秋の交通安全運動期間等において、バス・タクシー・

トラック協会など関係 18 団体へ飲酒運転防止対策など、

交通安全対策の周知徹底を行いました。 

【中部運輸局三重運輸支局】 

 

○ 機関誌（みえ自家用自動車新聞、毎月 8000部発行）等 

を活用し、会員（自家用自動車ユーザー）等への情報提供 

を実施しました。  

【（一社）三重県自家用自動車協会】 

 

〇 トラック協会のホームページ等で交通安全運動等の広

報を実施しました。 

 

○ 三重県交通安全・環境フェスタ（R5.12.3ブース出店）

において、来場者にトラック運送事業の運行前点検実施の

際の、アルコール検知器の体験と、管理記録システムのＰ

Ｒを実施しました。 

                  

〇 飲酒運転根絶のため、ＦＭ三重飲酒運転キャンペーンに

協賛し、飲酒運転根絶の取り組み（R6.1～2）を行いまし

た。 

【（一社）三重県トラック協会】 

 

〇 ラジオ、テレビ等を活用し、幅広い世代に対する広報啓

発を実施し、条例の周知を図りました。 

【環境生活部】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組 

２ 

広 報 啓 発

活 動 の 推

進 

(3) 

広 報 媒 体

を 活 用 し

た 広 報 啓

発 活 動 

推進機関は、県

民一人ひとりに

対して飲酒運転

０
ゼロ

をめざす推

進運動の周知を

図るため、テレ

ビ、ラジオ、新

聞、インターネ

ット等の広報媒

体を活用するほ

か、広報誌、ポ

スター・チラシ、

ホームページ、

ＳＮＳ等による

広報啓発を実施

します。 

また、四季の交

通安全運動にお

ける取組や、家

庭、学校、地域

や職場等が一体

となったキャン

ペーンの実施な

ど、効果的な広

報啓発を実施し

ます。 

 

○ 三重県生活衛生同業組合連合会理事会等において、飲酒

運転根絶について各組合に対して周知するよう協力を求

めました。                   

 

○ 巡回訪問等を通じて、店舗等へのチラシの配布を行いま

した。 

 

○ 来所者に対して、飲酒運転防止の啓発品の配付を行いま

した。 

【（公財）三重県生活衛生営業指導センター】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組 

３ 

事 業 者 に

よ る 取 組 

(1) 

す べ て の

事 業 者 に

お け る 取

組 

ア 

業 務 上 の

飲 酒 運 転

防 止 

 

業務上車両を運

転する者にアル

コールチェッ 

カーや面接によ

る点呼を実施す

るなど、従業員

等が業務上で飲

酒運転を行うこ

とを防止するた

めの取組に努め

ます。 

 

○ 業務中に自動車を運転する際には、運転する職員に対し、

アルコール検知器を使用して、飲酒運転の防止を図りました。 

【中部運輸局三重運輸支局】 

 

〇 就業時にアルコールチェッカーによる飲酒検知を行う

とともに、アルコール検知器が適正に作動しているか常に

確認し、誤作動等がないように適正に管理するよう指導し

ました。 

【（一財）三重県交通安全協会】 

 

○ トラック運送事業における点呼について、アルコール検

知器使用を周知徹底し、飲酒運転が発生しないよう取り組

みました。他にも携帯型アルコール検知器導入（47 台）

に対する助成を行いました。 

【（一社）三重県トラック協会】 

 

○ 点呼時において、運行管理者立ち合いの下でアルコール

検知器によるチェックを徹底しました。 

【（公社）三重県バス協会】 

 

 

 

Ⅰ  

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組 

３ 

事 業 者 に

よ る 取 組 

 

(1) 

す べ て の

事 業 者 に

お け る 取

組 

イ 

従 業 員 へ

の 啓 発 

 

飲酒運転根絶ポ

スター等の掲

示、ミーティン

グ時の講話、社

内報への掲載等 

による従業員へ 

の啓発の実施

に努めます。 

 

〇 トラック運送事業者における乗務員の指導教育の徹底を図

りました。またトラック協会から各運送事業者に向けての発送

物の内容に「飲酒運転根絶」の要請文等を入れて、運転者指

導教育を徹底するよう要請しました。 

 

〇 安全宣言 200days事業所を募集し、128社 3,004名が参加

し、飲酒運転防止や無事故無違反に取り組みました。  

【（一社）三重県トラック協会】 

 

 

Ⅰ  

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

事 業 者 に

よ る 取 組 

 

 

 

 

 

 

(1) 

す べ て の

事 業 者 に

お け る 取

組 

ウ 

ハ ン ド ル

キ ー パ ー

運 動 推 進

店 へ の 参

加 

 

ハンドルキーパ

ー運動推進店へ

の参加による従

業員への飲酒運

転防止意識の高

揚に努めます。 

 

〇 ハンドルキーパー運動推進店の指定を行いました。 

  推進店指定数 755店（事業所） 

【環境生活部】 

 

○ 四季の交通安全運動期間中に、ハンドルキーパー運動推

進店・事業所を指定し、飲酒運転根絶の機運を高めました。

（指定：推奨店 33店、モデル事業所 36事業所） 

                     【警察本部】 

 

○ ハンドルキーパー運動推進モデル店及びモデル事業所

の指定を推進しました。 

 （指定：推進モデル店・事業所 93箇所） 

【（一財）三重県交通安全協会】 

 

○ 広報誌を活用して飲酒運転防止とハンドルキーパー運

動の啓発を行いました。 

【（一社）三重県トラック協会】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

事 業 者 に

よ る 取 組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

す べ て の

事 業 者 に

お け る 取

組 

エ 

飲 酒 運 転

根 絶 キ ャ

ン ペ ー ン

等 へ の 協

力 

 

 

推進機関等が

実施する飲酒

運転根絶キャ

ンペーン等へ

の協力および

従業員等の参

加を促すとと

もに、会報誌へ

の掲載により

条例の周知に

努めます 。 

 

 

 

 

○ 事業所等における交通安全講習において、飲酒運転の危

険性等を呼び掛けました。（実施件数：375回、15,679人）。 

【警察本部】 

 

○ バス、タクシー、トラック運送事業者への立入検査実施

時には、アルコール検知器の設置状況、点呼の執行が適切

に行われているか等の確認を行い、飲酒運転防止の徹底を

指導しました。 

  また、立入時には飲酒運転防止に関するチラシの配付を

行い、事業者への飲酒運転根絶の意識付けを行い、また、

機会を捉え、運送事業関係団体を通じ、事業用自動車の運

転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について、

周知徹底を行いました。 

【中部運輸局三重運輸支局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－３ 

 

 



27 
 

大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅰ 

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組 

３ 

事 業 者 に

よ る 取 組 

(2) 

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 安 全

運 転 管 理

の 推 進 

ア 

飲 酒 運 転

防 止 意 識

の 向 上 

 

安全運転管理

者等の選任事

業所の使用者

および管理者

等は、飲酒運転

に関する知識

等の浸透を図

り、飲酒運転防

止意識の向上

に努めます。 

 

○ 安全運転管理者による運転前後におけるアルコール検

知器を使用したアルコールチェックの義務化が令和５年

12 月１日に施行されたことから、企業へ周知するなど適

正な安全運転管理業務の推進を行いました。 

【警察本部】 

 

◯ 安全運転管理者等講習を県内 10会場において、54回実

施し、8,607人（正 7,304人、副 1,303人）に対し、飲酒

運転の危険性・罪悪性を周知し、職域から家庭、地域への

飲酒運転根絶意識の波及を図りました。 

 

〇 毎月１日発行の機関紙「みえＡＮＫＡＮ」(発行部数毎

月 7,200 部)にて、飲酒運転をはじめとする交通事故防止

に関する情報を発信しました。 

 

〇 10月 17日鈴鹿サーキット交通教育センターにおいて、

安全運転管理者等 19 人対象の交通安全教育「指導者トレ

ーニング」を開催し、飲酒運転の根絶を周知しました。 

【（一社）三重県安全運転管理協議会】 

 

○ ４半期毎に事故防止委員会を開催し、事業者の安全運転

意識の徹底及び事故防止の安全啓発、安全第一の推進、飲

酒運転、過労運転の撲滅等講師を交えて安全運転管理の推

進に取り組みました。また、事業の経営者、運行管理者及

びドライバーに対して安全意識向上の徹底等事業者の社

員教育の啓蒙に努めました。 

【（公社）三重県バス協会】 

 

○  四季の交通安全運動期間中、始業・就業点呼時に事故防

止（飲酒運転防止を含む）について周知しました。 

 

〇 新規タクシー運転者 189 人に対し事故防止及び飲酒運

転防止の徹底について指導しました。 

【（一社）三重県タクシー協会】 

 

○ トラック運送事業者における乗務員に指導教育の徹底

を図りました。                            

 

〇 健康起因に特化した事故防止セミナー（R5.9.13参加者

21名）を行い、運行管理者を中心に指導徹底しました。 

 

〇 運行管理者講習受講について、受講促進に取り組み、講

習内容で飲酒運転防止の意識浸透を図りました。  

【（一社）三重県トラック協会】 

 

○ ４半期毎に関係団体が開催する事故防止委員会へ参加

し、事業者の安全運転意識の徹底及び事故防止の安全啓

発、安全第一の推進、飲酒運転、過労運転の撲滅等につい

て支局職員が講義を行い安全運転管理の推進に努めまし

た。また、事業者の経営者、運行管理者及びドライバーに

対して安全意識向上の徹底等事業者の社員教育の啓蒙を

関係団体とともに行いました。 

【中部運輸局三重運輸支局】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組 

３ 

事 業 者 に

よ る 取 組 

(2) 

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 安 全

運 転 管 理

の 推 進 

イ 

飲 酒 運 転

の 再 発 防

止 

 

従業員等からの

申告等により飲

酒運転による事

故の発生を認

知した事業所

は、運転管理、

運行管理の指

導を徹底し、再

発防止に努めま

す。 

 

◯ 安全運転管理者等講習を県内 10会場において、54回実

施し、8,607人（正 7,304人、副 1,303人）に対し、飲酒

運転の危険性・罪悪性を周知し、職域から家庭、地域への

飲酒運転根絶意識の波及を図りました。 

 

〇 毎月１日発行の機関紙「みえＡＮＫＡＮ」(発行部数毎

月 7,200 部)にて、飲酒運転をはじめとする交通事故防止

に関する情報を発信しました。 

 

〇 10月 17日鈴鹿サーキット交通教育センターにおいて、

安全運転管理者等 19 人対象の交通安全教育「指導者ト

レーニング」を開催し、飲酒運転の根絶を周知しました。 

【（一社）三重県安全運転管理協議会】 

 

○ 四季の交通安全運動期間中、始業・終業点呼時にアルコ

ールチェッカーによる飲酒検知を行い、飲酒運転をしない

ことを徹底しました。 

 また、検知器が正常に作動していることを確認すること

も指導しました。 

【（公社）三重県タクシー協会】 

 

○  トラック運送事業者における乗務員の指導教育の徹底

を図りました。またトラック協会から各運送事業者に向け

ての発送物の内容に「飲酒運転根絶」の要請文等を入れて、

運転者指導教育を徹底するよう要請しました。 

【（一社）三重県トラック協会】 

 

○ 各事業者においては、乗務員（事業用ドライバー）はも

とより他の従業員に対しても、日常の飲酒運転及び過労運

転防止をはじめとした安全運転意識への向上のための社

員教育を実施しました。 

 

〇 運行管理者は事故の再発防止や安全運転意識の徹底を

図り、事業用自動車の運行の安全確保に努めました。 

【（公社）三重県バス協会】 

 

○ 令和 5年度においては、飲酒運転を引き起こした事業者

が存在しなかったため、当該事業者を対象とした監査実施

は無かったが、飲酒運転以外の悪質違反（ひき逃げ等）に

対しては速やかに監査を実施し、それに合わせて飲酒運転

防止の取組状況等について聞き取りを行いました。 

【中部運輸局三重運輸支局】 

 

 

〇 三重県バス協会事故防止委員会において、県警、県、運

輸局の講師により、飲酒運転根絶に向けた安全運転管理に

ついて講義し、飲酒運転防止をはじめとした安全意識を浸

透させるための教育を実施しました。 

【中部運輸局三重運輸支局】 

【警察本部】 

【環境生活部】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組 

３ 

事 業 者 に

よ る 取 組 

(2) 

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 安 全

運 転 管 理

の 推 進 

ウ 

交 通 安 全

機 材 の 展

示 、 貸 出 

 

三重県安全運

転管理協議会

は、安全運転管

理者等講習会

において交通

安全機材等を

展示するととも

に、その貸し出

しを行い、飲酒

運転防止に向

け交通安全機

材の使用につ

いて事業者の

関心を高めま

す。 

 

◯ 安全運転管理者等講習等における飲酒体験ゴーグルや

アルコール検知器等の展示及び各種安全教材の貸出を推

進しました。 

【（一社）三重県安全運転管理協議会】 

 

○ 会員への貸し出しＤＶＤで、飲酒運転防止視聴教材を使

用し周知徹底を図りました。 

【（一社）三重県トラック協会】  

 

 

Ⅰ  

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

事 業 者 に

よ る 取 組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 安 全

運 転 管 理

の 推 進 

エ 

ア ル コ ー

ル 検 知 器

の 使 用 の

徹 底 

 

 

 

 

自動車運送事

業者では、点呼

等におけるアル

コール検知器の

使用の徹底を

図 ります。 

 

○ アルコール検知器の適正な管理、使用について周知し、

日常点検で活用する方法を周知しました。また多くの事業

者でハンディタイプの簡易型アルコール検知器を使用し

ていることから、機器の管理方法、正常に機能することの

確認、定期的な機器の買い換え更新の必要性を指導しまし

た。                          

 

○ 適正化事業、事業者巡回指導（年間 428 件）の際、正し

い点呼、アルコール検知器使用について事業所に出向き指

導しました。 

【（一社）三重県トラック協会】 

 

○ 四季の交通安全運動期間中、始業・終業点呼時にアルコ

ールチェッカーによる飲酒検知を行い、飲酒運転をしない

ことを徹底しました。 

  また、検知器が正常に作動していることを確認すること

も指導しました。 

【（一社）三重県タクシー協会】 

 

○ 乗務員に対するアルコールチェッカーによる飲酒検査

を徹底しました。 

【（公社）三重県バス協会】 

 

Ⅰ  

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

事 業 者 に

よ る 取 組 

(3) 

飲 食 店 営

業 者 に お

け る 取 組  

ア 

飲 酒 運 転

根 絶 の ポ

ス タ ー 等

の 掲 示 等 

 

飲酒運転根絶

のポスター等の

掲示、車両の運

転者には酒類

を提供しない旨

の掲示、メニュ

ー等への啓発

文等の掲載に

努めます。 

 

 

○ 店舗等での啓発用チラシの掲示を依頼しました。 

【(公財)三重県生活衛生営業指導センター】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－３ 



30 
 

大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅰ  

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組  

３ 

事 業 者 に

よ る 取 組  

(3) 

飲 食 店 営

業 者 に お

け る 取 組  

イ 

来 店 者 へ  

の 声 か け  

等 の 実 施   

 

来店者への積

極的な声かけ、

運転代行業者

の案内、ハンド

ルキーパー運

動の普及に努

めます。 

 

〇 ハンドルキーパー運動の周知拡大を図るため、四季の交

通安全運動期間中を始め、年間を通じて管内の飲食店及び

事業所に協力を求め、それぞれをハンドルキーパー運動推

進モデル店及びモデル事業所に指定するなど飲酒運転根

絶意識の高揚を図りました。 

【（一財）三重県交通安全協会】 

 

○ 各生活衛生同業組合を通して、来店者への呼びかけをお

願いしました。 

       【（公財）三重県生活衛生営業指導センター】 

 

 

 

 

 

Ⅰ  

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組  

３ 

事 業 者 に

よ る 取 組  

(3) 

飲 食 店 営

業 者 に お

け る 取 組

ウ 

飲 酒 運 転

根 絶 気 運

醸 成  

 

飲食店営業者 

の組合等は、組 

合員等に対して 

ハン ドル キー 

パー運動への

参加を促すとと

もに、会報誌へ

の掲載などを実

施し、条例の周

知に努め、飲酒

運転根絶の気

運の醸成に努

めます。 

 

○ 三重県生活衛生同業組合連合会の理事会・各種会合等に 

おいて飲酒運転根絶に向けた取組の周知を行いました。 

【(公財)三重県生活衛生営業指導センター】 

 

 

 

 

 

Ⅰ  

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組 

３ 

事 業 者 に

よ る 取 組  

 

 

 

 

 

 

(4) 

酒 類 販 売

業 者 に お

け る 取 組

ア 

飲 酒 運 転

根 絶 の ポ

ス タ ー 等

の 掲 示 等 

 

 

酒類販売業者

を対象とする研

修時に県が配

布するポスター

等を、販売場内

の来店者によく

見える場所へ掲

示し、飲酒運転

根絶に努めま

す。             

 

○ 交通安全キャンペーン等期間中に店舗等へ啓発用ポス

ター掲示の依頼や酒販会館玄関及び研修会場（酒販会館会

議室内）に大型ポスターの掲示を行いました。 

〇 酒類販売関係者（酒類販売管理研修受講者 170名）へチ

ラシを配布して啓発活動を行いました。 

【三重県小売酒販組合連合会】 

 

 

 

Ⅰ  

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組  

３ 

事 業 者 に

よ る 取 組 

(4) 

酒 類 販 売

業 者 に お

け る 取 組

イ 

来 店 者 へ

の 声 か け

等 の 実 施 

 

車両利用の酒

類購入者が飲

酒運転をするお

それがあると認

められるときは、

来店者に声か

けをするなど、

飲酒運転を防

止するための取

組に努めます。 

 

〇 酒類販売管理研修（12 回）を通じて、飲酒運転防止の

ため酒類の購入者に対する声掛け等の重要性について、酒

類販売関係者（酒類販売管理研修受講者 170名、他来訪組

合員等）に周知を図りました。 

【三重小売酒販組合連合会】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅰ 

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組 

３ 

事 業 者 に

よ る 取 組 

(4) 

酒 類 販 売

業 者 に お 

け る 取 組   

ウ 

飲 酒 運 転

根 絶 を 訴 

え る 街 頭 

啓 発 活 動 

等 の実 施 

 

県民に対し飲酒

運転根絶を訴

える街頭啓発等

の実施に努めま

す。 

 

○ 全国 20歳未満飲酒防止月間（４月）の４月３日～14日

の間に野村證券津支店店頭ショーウインドウにて「20 歳

未満飲酒防止・飲酒運転撲滅キャンペーン」の店頭広告（横

断幕・大型ポスターを展示）を実施し、通行人等への街頭

啓発活動を行いました。 

 

〇 ４月 11日に津駅前において「20歳未満飲酒防止・飲酒

運転撲滅キャンペーン」を実施しました。 

 

〇 組合関係者をはじめ国税、県・県警関係者総勢 54 名が

参加し、啓発チラシ 2,300枚を通勤、通学者に配布しまし

た。 

 

【三重県小売酒販組合連合会】   

 

○ 11月４日（土）10:00～11:00に、ＪＲ津駅東口で、「飲

酒運転撲滅キャンペーン」を実施し、500組のビラ、ティ

ッシュを配布しました。 

参加人員：会員・家族・県 計 20名           

【（公社）三重断酒新生会】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅱ  

教 育 機 関

等 に よ る

教 育 

１ 

段 階 的 か

つ 体 系 的

な 飲 酒 運

転 防 止 教

育 の 推 進  

(1) 

小学校、中 

学校、高等 

学 校 そ の

他 の 教 育

機 関 に お 

け る 教 育

ア 

学 校 教 育

活 動 全 体

を 通 し た

指 導 

 

学習指導要領 

に基づ き 、教 

科、道徳、特別 

活動等の学校 

教育活動全体 

を通して、発達 

段階に応じた交 

通安全教育を 

実施し、児童生 

徒に、飲酒の身 

体への影響や 

飲酒運転の悪 

質性、危険性等 

について理解さ 

せるとともに、生 

命の大切さや思 

いやりの心、さら 

には、規範意識 

の醸成に努めま 

す。 

 

○ 保健の学習等において、「飲酒運転の根絶」に関連する

指導を行ったと回答した学校の割合は、小学校、中学校、

高等学校（全日制）で 100％でした。（令和５年度学校体

育実態調査） 

 

〇 教職員への啓発  

〈小学校体育担当者〉 

 体育担当者が集まる研修会で、「飲酒運転０をめざす条例」

の内容や趣旨について説明し、学校における飲酒運転根絶

に関する教育の必要性を伝えました。 

・元気アップ研修会 

 

〈中学校保健体育科教員〉 

 保健体育担当者が集まる研修会で、「飲酒運転０をめざす

条例」の内容や趣旨について説明し、学校における飲酒運

転根絶に関する教育の必要性を伝えました。 

・元気アップ研修会 

 

〈高等学校保健体育科教員〉 

 学校訪問や保健体育担当者が集まる研修会で、「飲酒運転

０をめざす条例」の内容や趣旨について説明し、学校にお

ける飲酒運転根絶に関する教育の必要性を伝えました。 

・学校訪問 

・元気アップ研修会 

 

〇 県立学校に対して、地区別生徒指導連絡協議会におい

て、交通安全利用五則について触れ、飲酒運転根絶に関す

る教育の必要性を伝えました。 

【教育委員会事務局】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅱ  

教 育 機 関

等 に よ る

教 育 

１ 

段 階 的 か

つ 体 系 的

な 飲 酒 運

転 防 止 教

育 の 推 進  

(1) 

小学校、中 

学校、高等 

学 校 そ の

他 の 教 育

機 関 に お

け る 教 育 

イ 

家 庭 ・ 地

域・関係機

関 と の 連

携 

 

子どもが飲酒運

転の怖さや飲酒

運転による交通

事故の悲惨さな

どを学校で学ぶ

だけでなく、家

庭で保護者に

話したり、親子

で一緒になって

考えたりする機

会が持てるよう、

学校は、保護者

懇談会や学校

だより等を通じ

て保護者等に

対し、周知・啓

発に努めます。 

また、飲酒運転

根絶に向けた

教育を充実させ

るため、交通安

全教室等にお

いて、飲酒運転

の危険性につ

いて理解を深め

るなど、飲酒運

転根絶に向け

た取組の充実

に努 めます。 

 

 

〇 公立小中学校等及び県立学校に対して、「長期休業中に

おける児童・生徒の指導について（通知）」を通じ、飲酒

運転根絶に向けた児童・生徒への指導を推進しました。 

 

〇 公立小中学校等及び県立学校において、交通安全教室を

行い、飲酒運転根絶に関する指導を行いました。 

【教育委員会事務局】 

 

Ⅱ  

教 育 機 関

等 に よ る

教 育 

１ 

段 階 的 か

つ 体 系 的

な 飲 酒 運

転 防 止 教

育 の 推 進 

(2) 

生 涯 学 習

と し て の

交 通 安 全

教 育 

ア 

三 重 県 交

通 安 全 研

修 セ ン タ

ー 等 の 活

用 

 

県は、三重県交

通安全研修セン

ター等を活用し、

幼児から高齢者

に至る幅広い県

民に対して、心

身の発達段階に

応じた体系的な

交通安全教育を

実施する中で、

対象者の特性に

応じた飲酒運転

防止教育を実施

します。 

 

 

○ 三重県交通安全研修センターにおいて、研修受講者の年

齢に応じた飲酒運転等の研修を実施しました。                                                     

【環境生活部】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅱ  

教 育 機 関

等 に よ る

教 育 

１ 

段 階 的 か

つ 体 系 的

な 飲 酒 運

転 防 止 教

育 の 推 進 

(2) 

生 涯 学 習

と し て の

交 通 安 全

教 育 

イ 

段階的、体

系 的 な 教

育 の 実 施 

 

交通安全教育 

や飲酒運転防 

止教育は、交通 

社会の一員とし 

ての責任と自 

覚、交通安全意 

識および交通マ 

ナーの向上に 

不可欠であり、 

生涯学習として 

成長過程にあ 

わせて段階的、 

体系的に実施し 

ま す 。 

 

○ 商業施設等で飲酒疑似体験ゴーグル等を活用し、参加・

体験型の交通安全教育を実施して飲酒運転の危険性等を

呼び掛けました。 

【警察本部】 

 

○ 地域の交通安全教育センターとして、県内の 13教習所 

において、飲酒運転防止等に関する講習会を 373回、3,670

人に対して実施しました。 

【（一社）三重県指定自動車教習所協会】 

 

 

Ⅱ  

教 育 機 関

等 に よ る

教 育 

１ 

段 階 的 か

つ 体 系 的

な 飲 酒 運

転 防 止 教

育 の 推 進  

(3) 

高 齢 者 に

対 す る 教

育 の 推 進 

 

高齢者の交通

安全教育を関

係機関・団体等

と連携して実施

する中で、あわ

せて飲酒運転

根絶に関する

教育を、交通安

全教室、社会活

動および福祉

活動や訪問指

導の機会を通じ

て推進し、飲酒

運転禁止の遵

法意識の普及

を図ります。 

 

 

○ 高齢者交通安全アドバイザーと連携して高齢者宅訪問

を行い、飲酒運転の危険性を説明するとともに、飲酒運転

防止を呼び掛けました。（訪問世帯数：1,054世帯、1,319

人） 

 

○ 令和５年度中、高齢者講習受講者 64,815人（更新時講

習：64,808人、臨時講習：７人）に対して、飲酒運転防

止教育を実施しました。 

【警察本部】  

 

○ 県内 20教習所において、更新時及び臨時高齢者講習受

講者 64,522人に対し、飲酒運転防止教育を含む高齢者講

習を実施しました。 

【（一社）三重県指定自動車教習所協会】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅱ  

教 育 機 関

等 に よ る

教 育 

２ 

運 転 免 許

を 取 得 す

る 若 年 者

に 対 す る

飲 酒 運 転

防 止 教 育

の 推 進  

(1) 

指 定 自 動

車 教 習 所

に お け る

飲 酒 運 転

防 止 教 育

の 推 進 

 

公安委員会の

指定する自動

車教習所は、免

許取得時はもち

ろんのこと、免

許取得後の運

転者に対して

も、飲酒運転防

止教育を含めた

運転者教育に

努め ま す 。 

 

○ 県内 20教習所において、各運転免許の教習課程を卒業

した 20,858人に対し、カリキュラムに基づき、飲酒運転

防止の教習を行い、優良な初心運転者の育成に努めまし

た。 

         【（一社）三重県指定自動車教習所協会】 

 

            

Ⅱ  

教 育 機 関

等 に よ る

教 育 

２ 

運 転 免 許

を 取 得 す

る 若 年 者

に 対 す る

飲 酒 運 転

防 止 教 育

の 推 進 

(2) 

安 全 運 転

管 理 者 講

習 を 通 じ

た 若 年 運

転 者 に も

十 分 理 解

で き る 交

通 安 全 教

育の推 進 

 

事業所は、アル

コールが運転操

作に与える影響

や重大な結果

をもたらす飲酒

運転の危険性、

特に飲酒運転

に起因する交

通事故の悲惨さ

について、若年

運転者が理解

を深めることが

できる飲酒運転

防止教育の推

進に努めます。 

 

 

◯ 安全運転管理者等講習を県内 10会場において、54回実

施し、8,607人（正 7,304人、副 1,303人）に対し、飲酒

運転の危険性・罪悪性を周知し、職域から家庭、地域への

飲酒運転根絶意識の波及を図りました。 

 

〇 毎月１日発行の機関紙「みえＡＮＫＡＮ」(発行部数毎

月 7,200部)にて、飲酒運転をはじめとする交通事故防止

に関する情報を発信しました。 

 

〇 10月 17日鈴鹿サーキット交通教育センターにおいて、

安全運転管理者等 19 人対象の交通安全教育「指導者ト

レーニング」を開催し、飲酒運転の根絶を周知しました。 

【（一社）三重県安全運転管理協議会】 

 

 

 

                                                                    

Ⅱ  

教 育 機 関

等 に よ る

教 育 

２ 

運 転 免 許

を 取 得 す

る 若 年 者

に 対 す る

飲 酒 運 転

防 止 教 育

の 推 進 

(3) 

大学、専門

学 校 に お

け る 飲 酒

運 転 防 止

教 育 の 実

施                   

飲 酒 を 始

め る 時 期

の若者（大

学生等）に

対 す る 啓

発 活 動 の

実施 

 

県は、法的に飲

酒可能年齢に達

した大学、専門

学校生徒に対

し、アルコール

依存症等の知識

の普及および飲

酒運転との関係

性について啓発

活動 を行い ま

す。 

 

 

○ 20歳未満飲酒防止強調月間（４月）の前に、県下 10の

大学、短期大学等の入学式に合わせて、20 歳未満飲酒防

止等の小冊子（3,061部）を、教職員を通じて新入生へ配

布しました。 

【三重県小売酒販組合連合会】 

 

 

○ 県内の大学、専門学校生徒に対し、交通安全広報や教育

を通じて飲酒運転の危険性を周知しました。（４回 133人

実施） 

【警察本部】 

 

〇 大学祭会場において、大学生等に対して、飲酒運転０（ゼ

ロ）をめざす条例の周知を図り、飲酒運転根絶意識の向上を

図りました。 

【環境生活部】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅲ  

飲 酒 運 転

の 再 発 防

止 の た め

の 措 置 

１ 

飲 酒 運 転

の 再 発 防

止 に 関 す

る 普 及 啓

発 活 動 

(1) 

効 果 的 な

広 報 啓 発

活 動 の 推

進 

 

県は、警察、市

町、関係機関、

民間団体等と連

携して、飲酒運

転違反者等に

対する再発防

止教育やアルコ

ール問題に関

する知識の普

及のため条例

の周知啓発を

推進します。 

 

○ 「三重県飲酒運転０(ゼロ)をめざす条例」の柱である「規

範意識の定着」及び「飲酒運転の再発防止」について周知

を図るため、ラジオスポットＣＭ放送やテレビ等で広報し

たほか、県内コンビニへのステッカーの貼付やポスター掲

出、各種交通安全啓発活動で条例の広報やチラシ等の配布

を行いました。 

【環境生活部】 

 

 

 

Ⅲ  

飲 酒 運 転

の 再 発 防

止 の た め

の 措 置 

１ 

飲 酒 運 転

の 再 発 防

止 に 関 す

る普 及啓  

発 活 動 

(2) 

相 談 窓 口

設 置 に よ

る 相 談 体

制 の 整 備 

 

県は、「飲酒運

転とアルコール

問題相談窓口」

を設置し、飲酒

運転を行うおそ

れのある者や家

族等からの相談

体制を整備する

とともに、事業

者、関係団体等

からの要請に応

じてアルコール

問題の普及啓

発活動を実施

するほか、飲酒

運転の根絶に

必要な情報提

供を積極的に

行います。 

 

 

○ 「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」の専門相談員が 

飲酒運転違反者や家族等からのアルコール依存症に関す

る受診義務にかかる相談、要望等に対して、積極的な情報

提供等を行い、受診の促進に努めました。 

 ※ 相談件数 102件 

【環境生活部】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅲ  

飲 酒 運 転

の 再 発 防

止 の た め

の 措 置 

２ 

飲 酒 運 転

の 再 発 防

止 の た め

の 運 転 者

教 育 の 推

進 

(1) 

効 果 的 な

再 教 育 と

講 習 実 施

機 関 に 対

す る 指 導 

・ 監 督 

 

警察は、飲酒運

転違反者に飲酒

運転の危険性を

認識させるための

効果的な再教育

を行うとともに、講

習実施機関に対

する指導および

監督を行い、また

講習指導員に対

する研修会を随

時開催するなど、

講習指導員の指

導能力の向上を

図ります。 

 

○ 令和５年度中、飲酒運転違反者を対象とした飲酒取消処

分者講習受講者 176人及び停止処分者講習受講者 41人に

対して、飲酒運転防止教育を実施しました。 

 

○ 令和５年度中、講習実施機関の教育指導員等を対象とす

る講習を３回実施して、指導力の向上を図りました。 

【警察本部】 

 

 

 

Ⅲ  

飲 酒 運 転

の 再 発 防

止 の た め

の 措 置 

２ 

飲 酒 運 転

の 再 発 防

止 の た め

の 運 転 者

教 育 の 推

進 

(2) 

運 転 適 性

相 談 窓 口

の充実 

 

警察は、運転者

からの様々な相

談に適切に対応

するため、相談体

制の整備や担当

職員に対して専

門的知識、および

適切な対応要領

等に関する指導

教養を行います。 

 

 

○ 令和５年度中、運転適性相談の担当職員を対象とした運

転免許窓口業務研修会を開催し、適切な対応要領等に関す

る指導教養を行い、運転適性相談の充実に努めました。 

【警察本部】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅳ  

飲 酒 運 転

違 反 者 の

受 診 義 務

と ア ル コ

ー ル 依 存

症 お よ び

そ の 疑 い

の あ る 者

への 対 策 

１ 

飲 酒 運 転 

違 反 者 の 

ア ル コ ー 

ル 依 存 症 

に 関 す る

受 診 義 務 

(1) 

飲 酒 運 転

違 反 者 に

対 す る ア

ル コ ー ル

依 存 症 に

関 す る 受 

診 通 知 

 

県は、公安委員

会から情報を得

た飲酒運転違

反者に対して、

指定医療機関

を記載した書面

を添付して、受

診の通知をする

とともに、受診し

た旨の報告を求

めます。 

受診の通知に

あたっては、あ

わせて飲酒運

転とアルコール

依存症の関係、

多量飲酒習慣と

アルコール依存

症の関係につ

いての情報提

供を行います。 

 

○ アルコール依存症に関する受診通知をする際、指定医療 

機関、アルコール依存症、多量飲酒、各相談窓口の情報を 

提供し、アルコール依存症等に関する正しい知識の周知と

受診の向上に努めました。 

【環境生活部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ  

飲 酒 運 転

違 反 者 の

受 診 義 務

と ア ル コ

ー ル 依 存

症 お よ び

そ の 疑 い

の あ る 者

への 対 策 

１ 

飲 酒 運 転 

違 反 者 の 

ア ル コ ー 

ル 依 存 症 

に 関 す る

受 診 義 務 

(2) 

受 診 し た

旨 の 報 告

が な い 飲

酒 運 転 違

反 者 に 対

す る 受 診

の 勧 告 

 

受診の書面を

送付したのち、

60日を経過して

も、受診した旨

の報告がない

飲酒運転違反

者に対して、再

度、受診するよ

う勧告するととも

に、さらに勧告

の書面を送付し

たのち 40 日を

経過しても受診

した旨の報告が

ない飲酒運転

違反者には再

勧告を実施しま

す。 

また、指定医療

機関で受診しや

すい環境整備

等に努めます。 

 

 

○ 受診通知の報告期限までに報告がない飲酒運転違反者

に対して勧告を実施しました。 

  また勧告後受診報告がない飲酒運転違反者に再勧告を

行いました。 

 

 ・受診通知件数  302件 

  （うち報告数   119件 受診率 39.4%） 

 ・勧告件数    192件 

  （うち報告数   29件 受診率 15.1％） 

 ・再勧告件数   158件 

  （うち報告数   29件 受診率 18.4％） 

 

 ・合計報告件数  177件 受診率 58.6％ 

（令和６年７月 15日現在） 

【環境生活部】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅳ  

飲 酒 運 転

違 反 者 の

受 診 義 務

と ア ル コ

ー ル 依 存

症 お よ び

そ の 疑 い

の あ る 者

への 対 策 

２ 

ア ル コ ー

ル 依 存 症

の 早 期 発

見、早期受

診 の た め 

の 取 組 

(1) 

県 の 取 組 

ア 

ア ル コ ー

ル 依 存 症

に 関 す る

正 し い 知

識 の 普 及

等 

 

アルコール依存

症の早期発見

のため、アルコ

ール依存症に

関する正しい知

識の普及を図る

とともに、家族、

事業者など周囲

の方からの相談

に対しても、適

切な対応方法

についての周知

に努めます。 

 

○ 「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」に寄せられた飲

酒運転違反者や家族等からの相談に対し、アルコール依存

症の正しい知識の普及に努めるとともに、医療機関や他の

相談窓口等の教示に努めました。 

【環境生活部】 

 

○ 三重県医師会館において、飲酒運転０（ゼロ)条例に係

る指定医療機関研修を開催し、「三重県飲酒運転０（ゼロ）

をめざす条例の取組成果について」や「アルコールにまつ

わる近年の動向を繙く」の講演を行いました。（令和６年

３月１０日開催 受講者数１７名） 

【医療保健部】 

Ⅳ  

飲 酒 運 転

違 反 者 の

受 診 義 務

と ア ル コ

ー ル 依 存

症 お よ び

そ の 疑 い

の あ る 者

への 対 策 

２ 

ア ル コ ー

ル 依 存 症

の 早 期 発

見、早期受

診 の た め 

の 取 組 

(1) 

県 の 取 組 

イ 

「 三 重 県

ア ル コ ー

ル 健 康 障

害 対 策 推

進 基 本 計

画」の策定

と 問 題 解

決 や 予 防

に 対 す る

各 機 関 の

連 携 等 

 

アルコール健康

障害対策基本

法に基づく「三

重県アルコール

健康障害対策

推進計画」によ

り、アルコール

関連問題が円

滑に解決・予防

できるよう、事業

者、医療機関、

行政機関等の

連携を図り、総

合的かつ計画

的な取組を進め

ます。 

 

○ 三重県アルコール健康障害対策推進計画（第２期）の取

組状況について、三重県アルコール健康障害対策推進部会

において報告し、協議しました。（令和６年１月 30日開催） 

 

○ アルコール関連問題の啓発について、三重断酒新生会に

委託し、アルコール関連問題啓発フォーラムを開催（オン

ライン併用）し、「アルコール依存症に関する治療プログ

ラムの変遷」についての医療関係者からの報告や体験発表

などを行いました。（令和５年 12 月 10 日開催 参加者 79

名） 

 

○ 県で作成したリーフレットを一般県民（街頭配布、図書

館内での配架）や大学、スーパー店舗などに配布し、アル

コール関連問題に関する正しい知識を啓発しました。 

 

○ アルコール関連問題啓発週間（11 月 10 日から 16 日ま

で）には、啓発ポスターを専門医療機関や相談拠点などで

掲示したり、県のホームページやＸ（旧ツイッター）にア

ルコール関連問題についての掲載を行い、啓発しました。 

【医療保健部】 

 

◯ 令和５年度アルコールフォーラム（12 月 10 日）、三重

断酒新生会結成 52 周年記念大会（１月 21 日）、中勢ブロ

ック結成 46周年記念大会（６月４日）、松阪ブロック結成

48周年兼南勢ブロック結成 50周年記念例会（10月１日）、

紀州ブロック結成 45周年記念大会（11月 26日）、北勢ブ

ロック結成 50周年記念大会（２月４日）、一志伊賀ブロッ

ク結成 46周年記念大会（３月 17日）、三重一日研修会（３

月 10 日）等を開催し、アルコール依存症の知識の普及及

び行政、医療機関との連携の強化を図りました。コロナ禍

の対応として Zoom の活用によるオンライン開催を行いま

した。 

 

○ 三重刑務所が実施する「アルコールに関する教育」に講

師を派遣し、アルコール依存症の正しい知識及び飲酒運転

防 止 に 関 す る 教 育 を 行 い ま し た 。（ 計 ６ 回 ）                                   

実施日：令和５年４月 11日、５月 19日、６月 30日、11

月 30日、12月 25日、令和６年３月４日 

      【（公社）三重断酒新生会】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅳ  

飲 酒 運 転  

違 反 者 の  

受 診 義 務  

と ア ル コ  

ー ル 依 存  

症およびそ  

の 疑 い の  

あ る 者 へ

の 対 策 

２ 

ア ル コ ー

ル 依 存 症

の 早 期 発

見、早期受

診 の た め 

の 取 組 

 

 

 

 

(1) 

県 の 取 組 

ウ 

保 健 所 に

お け る ア

ル コ ー ル

依 存 症 に

関 す る 正

し い 知 識

の 普 及 等 

 

 

 

 

 

 

 

保健所等にお

いて、アルコー

ル依存症者とそ

の疑いのある者

や家族、事業者

など周囲の者か

らの相談を受

け、アルコール

専門医療機関

へつなげるなど

の支援を行いま

す。 

また、治療の継

続を促進するた

めに自助グル

ープ活動等へ

の 支 援 を

行います。 

             

 

○ 保健所や三重県こころの健康センターにおいて、アルコ

ール関連問題に関する相談を実施しました。（来所：延べ

24人、訪問：延べ 19人、電話相談：延べ 271人） 

【医療保健部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ  

飲 酒 運 転

違 反 者 の

受 診 義 務

と ア ル コ

ー ル 依 存

症 お よ び

そ の 疑 い

の あ る 者

への 対 策 

２ 

ア ル コ ー

ル 依 存 症

の 早 期 発

見、早期受

診 の た め 

の 取 組 

(2) 

本人・家族

の 取 組 

 

 

県が設置する

「飲酒運転とア

ルコール問題相

談窓口」を活用

し、必要に応じ

て保健所、三重

県こころの健康

センター等の相

談機関、アルコ

ール専門医療

機関等の利用

に努め、飲酒運

転違反者が県

から受診通知を

受け取ったこと

をその家族が知

った場合は、飲

酒運転違反者

本人に対して必

ず指定医療機

関での受診を促

すほか、上記相

談窓口へ相談

等するように努

めます。 

 

○ 「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」について、県 

 ウェブページへ掲載し、飲酒運転をするおそれのある者及 

びその家族等が相談しやすいように広報を行いました。  

  また、飲酒運転違反者等からの相談に対し、必要に応じ 

関係機関・団体の相談窓口等の教示に努めました。 

                    【環境生活部】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 和５年度中の主な取組状況 

Ⅳ  

飲 酒 運 転

違 反 者 の

受 診 義 務

と ア ル コ

ー ル 依 存

症 お よ び

そ の 疑 い

の あ る 者

への 対 策 

２ 

ア ル コ ー

ル 依 存 症

の 早 期 発

見、早期受

診 の た め 

の 取 組 

(3) 

事 業 者 の

取 組 

 

従業員の飲酒

行動の変化や

健康診断などか

らアルコール依

存症および多

量飲酒等の早

期発見に努める

とともに、アルコ

ール依存症お

よび多量飲酒

等が発見された

場合には、産業

医、衛生管理者

等による保健指

導の実施や、適

切な県の相談

機関、医療機関

につなげるよう

努めます。 

 

○ 職員の健康診断や保健指導等を行いました。 

【環境生活部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ  

飲 酒 運 転

違 反 者 の

受 診 義 務

と ア ル コ

ー ル 依 存

症 お よ び

そ の 疑 い

の あ る 者

への 対 策 

２ 

ア ル コ ー

ル 依 存 症

の 早 期 発

見、早期受

診 の た め 

の 取 組 

(4) 

警 察 の 取

組 

ア 

運 転 免 許

関 係 手 続

き に お け

る 受 診 の

促 進 

 

運転免許証の

取得・更新時や

飲酒運転違反

者が運転免許

証返還時に、ア

ルコール依存症

であることを申

告した場合に

は、早期治療を

促すとともに、

受診義務対象

者には受診を

促します。 

また、運転免許

証の取得時等

における質問票

や運転適性相

談等によりアル

コール中毒の疑

いがある者を認

めた場合には、

臨時適性検査

又は診断書の

提出により、免

許取得の可否

を判断します。 

 

 

○ 令和５年度中、免許取得時等における質問票や適性相談

等により、アルコール中毒者の疑いがあると認めた 20 人

に対して、臨時適性検査又は診断書の提出により免許取得

等の可否を判断しました。 

 

○ 令和５年度中、飲酒運転に係る運転免許の停止処分を 58

人に対して執行しました。また、停止処分の期間を終えた

者に免許証を返還する際には医療機関の受診を促しまし

た。 

【警察本部】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅳ  

飲 酒 運 転

違 反 者 の

受 診 義 務

と ア ル コ

ー ル 依 存

症 お よ び

そ の 疑 い

の あ る 者

への 対 策 

２ 

ア ル コ ー

ル 依 存 症

の 早 期 発

見、早期受

診 の た め 

の 取 組 

(4) 

警 察 の 取

組 

イ 

交 通 安 全

講 習 等 に

お け る 相

談、受診の

促 進 

 

取消処分者講

習、停止処分者

講習時におい

て、スクリーニン

グ・テスト（オー

ディット）を実施

し、受講者自ら

の飲酒習慣を

自覚させるほ

か、問題飲酒行

動のある者に対

する、速やかな

受診につなげま

す。 

 

○ 令和５年度中、飲酒取消処分者講習受講者 176人、停止

処分者講習（飲酒学級）受講者 41人を対象に、アルコー

ル・スクリーニングテストを実施し、問題飲酒行動のある

者に対して、医療機関の受診を促しました。 

【警察本部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ  

飲 酒 運 転

違 反 者 の

受 診 義 務

と ア ル コ

ー ル 依 存

症 お よ び

そ の 疑 い

の あ る 者

への 対 策 

２ 

ア ル コ ー

ル 依 存 症

の 早 期 発

見、早期受

診 の た め 

の 取 組 

(5) 

医 療 機 関

の 役 割 

ア 

ア ル コ ー

ル 依 存 症

の 治 療 に

あ た る 医

療 機 関 の

連 携 

 

アルコール依存

症者は、うつ、

幻覚等の精神

症状や肝機能

障害、高血圧、

糖尿病等の健

康障害を引き起

こす場合がある

ので、アルコー

ル依存症の治

療にあたって

は、一般科医療

機関、精神科医

療機関およびア

ルコール専門

医療機関にお

いて相互に連

携するよう努め

ます。 

 

 

○ 各保健所において、地域精神保健福祉連携会議を開催、

地域における諸課題について協議しました。（連携会議合

計 15回） 

 

○ 多機関多職種が連携し団体が実施する研修会について、

県が支援し、三重大学（オンライン併用）において、開催

を支援しました。（令和５年 11月 24日開催） 

【医療保健部】 

 

 

 

 

Ⅳ  

飲 酒 運 転

違 反 者 の

受 診 義 務

と ア ル コ

ー ル 依 存

症 お よ び

そ の 疑 い

の あ る 者

への 対 策 

２ 

ア ル コ ー

ル 依 存 症

の 早 期 発

見、早期受

診 の た め 

の 取 組 

(5) 

医 療 機 関

の 役 割 

イ 

ア ル コ ー

ル 関 連 問

題 等 の 正

し い 知 識

の 普 及 

 

受診の結果、ア

ルコール依存

症でなかった者

についても、多

量飲酒習慣な

どの「危険な飲

酒」行動のある

者について、医

師は診療マニュ

アル等を活用し

て節酒や適正

飲酒、アルコー

ル関連問題に

ついて正しい知

識が得られるよ

う働きかけを行

います。 

 

○ 多機関多職種が連携した団体が実施する研修会におい

て、アルコール関連問題に関するリーフレットを配布し、

知識の普及を行いました。 

                    【医療保健部】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５度中の主な取組状況 

Ⅳ  

飲 酒 運 転

違 反 者 の

受 診 義 務

と ア ル コ

ー ル 依 存

症 お よ び

そ の 疑 い

の あ る 者

への 対 策 

２ 

ア ル コ ー

ル 依 存 症

の 早 期 発

見、早期受

診 の た め 

の 取 組 

(6) 

自 助 グ ル

ー プ の 取

組 

 

 

自助グループ

は、断酒継続の

ために、酒害に

ついての理解

の促進や、本人

や家族と共に支

え合い、医療機

関やその他支

援機関が担え

ない部分を補完

するとともに、回

復や希望をもた

らすように努め

ます。 

 

○ 県内各地に酒害相談員を配置し、電話相談による「アル

コール依存症及び飲酒運転」に関する相談に対応しまし

た。 

   ※相談実施件数 16件 

   三重断酒新生会入会者 ８人 

【（公社）三重断酒新生会】 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅴ  

総 合 的 か

つ 計 画 的

に 施 策 を

推 進 す る

た め の し

く み づ く

り 

１ 

県 内 各 関

係機関・民

間 団 体 等

に よ る 県

民 総 ぐ る

み の 運 動

の 推 進 

  

県は、関係機

関、民間団体等

と協力して、飲

酒運転根絶の

ための施策を総

合的かつ計画

的に推進しま

す。 

 

○ 「三重県飲酒運転０（ゼロ）をめざす推進運動の日」で

ある 12月１日、イオンモール東員において、来店者に対

し、飲酒体験用ゴーグルを用いて飲酒状態の疑似体験等を

行い、飲酒運転の危険性を訴え、飲酒運転の根絶を呼び掛

けました。 

【（一財）三重県交通安全協会】 

【環境生活部】 

【（公社）三重断酒新生会】 

 

 

Ⅴ  

総 合 的 か

つ 計 画 的

に 施 策 を

推 進 す る

た め の し

く み づ く

り 

２ 

相 談 体 制

の 確 立 

  

県は、「飲酒運

転とアルコール

問題相談窓口」

において、飲酒

運転をした者、

飲酒運転を行う

おそれのある者

や、その家族等

からの相談に応

じ、他の機関と

の連携を図りな

がら、受診等に

つなげるよう努

めます。 

 

○ 「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」において、飲酒

運転違反者やその家族等からの相談に対応しました。 

  また、関係機関等と連携し、相談内容に応じた相談窓口

の教示にも努めました。 

※ 相談件数 102件        

                    【環境生活部】 

 

Ⅴ  

総 合 的 か

つ 計 画 的

に 施 策 を

推 進 す る

た め の し

く み づ く

り 

３ 

情 報 提 供   

  

県は、飲酒運転

の再発防止の

ための各種情

報を企業等に

おける社内教育

の場に提供しま

す。 

 

○ 関係機関・団体が開催する各種会議や、啓発活動の場に 

 おいて、資料等を配布して幅広い情報提供を行いました。                        

【環境生活部】 

Ⅴ－１、Ⅴ－２、Ｖ－３ 
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和５年度中の主な取組状況 

Ⅴ  

総 合 的 か

つ 計 画 的

に 施 策 を

推 進 す る

た め の し

く み づ く

り 

４ 

三 重 県 飲

酒 運 転 ０
ゼロ

を め ざ す

推 進 運 動

の 日 に 合

わ せ た 取

組 

  

県は、毎年 12

月１日の飲酒運

転０
ゼロ

をめざす推

進運動の日に

合わせ、飲酒運

転根絶につい

ての理解と関心

を深めるための

行事を実施しま

す。 

 

○ 「三重県飲酒運転０（ゼロ）をめざす推進運動の日」で

ある 12 月１日、イオンモール東員において、来店者に対

し、飲酒体験用ゴーグルを用いて飲酒状態の疑似体験等を

行い、飲酒運転の危険性を訴え、飲酒運転の根絶を呼び掛

けました。 

   

【（一財）三重県交通安全協会】 

【環境生活部】 

【（公社）三重断酒新生会】 

 

 

Ⅴ  

総 合 的 か

つ 計 画 的

に 施 策 を

推 進 す る

た め の し

く み づ く

り 

５ 

表彰 

  

県は、飲酒運転

根絶の取組に

関して、従業員

教育の推進や、

ハンドルキーパ

ー運動への参

加などの施策を

積極的に推進

するなど、顕著

な功績のあった

個人、団体、事

業所、店舗等に

対し表彰等を行

います。 

 

                                                              

○ 令和５年度「飲酒運転根絶に関する功労者表彰」として

団体１名を表彰し、飲酒運転根絶の機運を高めました。 

【環境生活部】 

 

Ⅴ  

総 合 的 か

つ 計 画 的

に 施 策 を

推 進 す る

た め の し

く み づ く

り 

６ 

実 施 状 況 

の 報 告 と 

公 表 

  

この計画に基づ

く実施計画と施

策をとりまとめ、

その実施状況

について、毎年

１回、「飲酒運

転 ０
ゼロ

をめざす

年次報告」を作

成し、県議会に

報告するととも

に、三重県公式

ホームページで

公表します。 

 

 

〇 第３次基本計画に基づく実施計画と施策をまとめ、「令和５

年度飲酒運転０
ゼロ

をめざす年次報告書」を作成し、議会で報告

しました。 

また、同内容を県公式ウェブサイトで公表しました。 

【環境生活部】 

Ⅴ－４、Ⅴ－５、Ｖ－６ 
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 参考資料 

 

 三重県交通対策協議会 飲酒運転０
ゼロ

をめざす部会の構成 

         「三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす基本計画」に基づき、三重県交通対策協議会に 

設置した「飲酒運転０
ゼロ

をめざす部会」は、下記の推進機関で構成されています。 
 

番号 推 進 機 関 名 

１ 三重県環境生活部くらし・交通安全課 

２ 三重県医療保健部健康推進課 

３ 三重県教育委員会事務局保健体育課 

４ 三重県警察本部交通部交通企画課 

５ 国土交通省中部運輸局三重運輸支局 

６ 一般財団法人三重県交通安全協会 

７ 一般社団法人三重県自家用自動車協会 

８ 一般社団法人三重県安全運転管理協議会 

９ 一般社団法人三重県指定自動車教習所協会 

10 一般社団法人三重県タクシー協会 

11 一般社団法人三重県トラック協会 

12 公益社団法人三重県バス協会 

13 公益財団法人三重県生活衛生営業指導センター 

14 公益社団法人三重断酒新生会 

15 三重県小売酒販組合連合会 
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